
研

究

唐
津
に
お
け
る
海
軍
官
署
の
設
置
か
ら
廃
庁
ま
で
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は
じ
め
に

唐
津
は
佐
賀
県
北
西
部
の
松
浦
川
流
域
に
位
置
し
︑
幕
末
か
ら
明
治
に
か
け
て
周
辺

の
炭
鉱
で
採
掘
さ
れ
た
石
炭
が
河
口
の
満
島
︵
唐
津
市
東
唐
津
︶
か
ら
領
︵
県
︶
外
へ

積
み
出
さ
れ
て
こ
の
地
域
を
賑
わ
し
た
︒

海
軍
に
と
っ
て
も
石
炭
は
蒸
気
艦
船
や
造
船
所
の
燃
料
と
し
て
不
可
欠
な
も
の
で
あ

り
︑
出
先
の
官
署
︵
唐
津
海
軍
出
張
所
↓
明
治
八
年
五
月
に
唐
津
石
炭
用
所
︵
以
下
﹁
用

所
﹂︶
と
改
称
︶
を
唐
津
に
置
い
て
︑
そ
の
安
定
的
な
確
保
に
当
た
ら
せ
て
い
た
︒
用
所

は
︑
直
営
の
炭

(１
)

鉱
を
管
理
し
︑
そ
こ
か
ら
採
掘
さ
れ
た
石
炭
を
集
積
し
て
︑
各
地
に
設

置
さ
れ
た
炭
庫
へ
回
送
し
た
︒
そ
の
設
置
か
ら
廃
止
ま
で
の
出
来
事
を
時
系
列
に
整
理

す
る
と
次
の
よ
う
に
な

(２
)

る
︒

明
治

四
年
一
〇
月

兵
部
省
所
管
の
唐
津
海
軍
出
張
所
と
し
て
設
置
さ
れ
る
︒

明
治

五
年

四
月

同
年
二
月
兵
部
省
が
陸
海
軍
二
省
に
分
か
れ
た
こ
と
に

よ
っ
て
︑
海
軍
省
会
計

(３
)

局
の
所
管
と
な
る
︒

明
治

八
年

二
月

長
崎
海
軍
出
張
所
へ
所
管
換
と
な
る
︒

五
月

唐
津
石
炭
用
所
と
改
称
さ
れ
る
︒

明
治

九
年
一
二
月

長
崎
海
軍
出
張
所
が
本
省
直
轄
と
な
る
︒

明
治
一
二
年

九
月

唐
津
公

(４
)

園
内
の
移
転
予
定
地
と
倉
庫
の
移
管
が
決
定
さ
れ

る
︒

明
治
一
四
年

六
月

満
島
か
ら
唐
津
公
園
内
へ
移
転
す
る
︒

一
〇
月

主
船
局
へ
所
管
換
と
な
る
︒

明
治
一
五
年

三
月

｢唐
津
海
軍
石
炭
用
所
仮
章
程
﹂
が
定
め
ら
れ
︑
以
降
︑
所

︵
次
︶
長
が
配
属
さ
れ
る
︒

九
月

隣
接
地
一
二
四
八
坪
余
を
取
り
込
む
︒

明
治
一
六
年

二
月

｢唐
津
海
軍
石
炭
用
所
章
程
﹂
が
定
め
ら
れ
る
︒

明
治
一
九
年

四
月

横
須
賀
鎮
守

(５
)

府
の
所
管
と
な
る
︒

六
月

｢唐
津
石
炭
用
所
官
制
﹂
が
制
定
さ
れ
る
︒

明
治
二
二
年

五
月

第
二

(６
)

局
へ
所
管
換
と
な
る
︒

八
月

会
計
監
督
官
が
配
属
さ
れ
る
︒

明
治
二
三
年

一
月

廃
庁
と
な
る
︒

用
所
は
︑
右
の
よ
う
な
軌
跡
を
持
つ
官
署
で
は
あ
っ
た
が
︑
所
在
地
唐
津
の
市
史
に

は
登
場
せ
ず
︑
唐
津
城
址
の
一
隅
を
占
め
て
い
た
こ
と
か
ら
埋
蔵
文
化
財
調
査
書
に
︑

﹁
下
曲
輪
↓
海
軍
省
用
地
︵
石
炭
置

(７
)

場
︶﹂
と
︑
そ
の
機
能
の
一
部
が
紹
介
さ
れ
て
い
る

だ
け
で
あ
る
︒
ま
た
︑
そ
れ
以
外
に
用
所
と
接
点
が
あ
っ
た
二
︑
三
の
町
史
や
村
誌
に

登
場
は
す
る
が
︑
概
略
を
述
べ
る
に
留
ま
っ
て
い
る
︒

先
行
研
究
に
至
っ
て
は
︑
管
見
の
限
り
で
は
あ
る
が
東
定
宣
昌
﹁
唐
津
海
軍
炭
坑
の

設
定
と
そ
の
経
営
﹂
が
あ
る
の
み
で
︑
そ
の
内
容
も
炭
鉱
の
直
営
化
に
向
け
た
鉱
区
設

唐津における海軍官署の設置から廃庁まで
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定
や
下
請
人
に
よ
る
採
掘
請
負
︑
さ
ら
に
は
そ
の
輸
送
︑
流
通
と
い
う
︑
い
わ
ば
炭
鉱

経
営
や
業
務
面
に
着
目
し
た
考
察
で
あ
る
︒

本
稿
で
は
︑
用
所
そ
の
も
の
の
設
置
か
ら
廃
庁
ま
で
の
歴
史
と
所
員
の
異
動
や
施
設

配
置
に
焦
点
を
当
て
︑
在
り
し
日
の
そ
の
姿
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ

る
︒

一
︑
唐
津
海
軍
出
張
所
の
設
置

唐
津
海
軍
出
張
所
設
置
の
動
き
は
︑
兵
部
省
が
石
炭
の
買
い
付
け
と
現
地
調
査
の
た

め
に
明
治
四
年
︵
一
八
七
一
︶
二
月
井
後
清

(８
)

之
と
加
瀬
田
景

(９
)

正
を
唐
津
へ
派
遣
し
た
こ

と
に
始
ま
る
︒
兵
部
省
は
そ
の
調
査
結
果
を
踏
ま
え
︑
五
月
に
は
同
省
に
よ
る
炭
鉱
の

直
接
管
理
と
開
発
の
実
施
を
太
政
官
に
上
申
す

(

)
る
︒
太
政
官
は
鉱
山
を
管
轄
す
る
工
部

10

省
が
関
係
法
規
の
整
備
中
で
あ
る
と
し
て
︑
こ
の
申
請
を
一
旦
は
不
許
可
と
す
る
が
︑

引
き
続
き
兵
部
・
工
部
両
省
が
協
議
を
行
っ
た
結
果
︑
八
月
一
九
日
に
は
暫
定
的
に
鉱

区
の
設
定
が
許
可
さ
れ

(

)
る
︒
さ
ら
に
は
薩
摩
藩
が
藩
海
軍
の
燃
料
確
保
の
た
め
に
元
治

11

元
年
︵
一
八
六
四
︶
頃
か
ら
唐
津
に
設
置
し
て
い
た
出
張
石
炭
方
の
施
設
や
炭
鉱
等
を

承
継
し
て
︑
明
治
四
年
一
〇
月
五
日
唐
津
海
軍
出
張
所
が
発
足
す

(

)
る
︒

12

用
所
が
当
初
に
所
在
し
た
満
島
の
往
時
は
石
炭
の
積
み
下
ろ
し
に
よ
っ
て
﹁
大
形
の

汽
船
及
び
帆
前
船
は
高
島
沖
に
碇
泊
し
︑
和
船
は
川
口
に
輻
輳
し
て
帆
檣
林
を
な
し
川

舟
の
石
炭
搭
載
頻
繁
な
り
き
︑︵
略
︶
松
浦
川
口
の
繁
忙
極
度
に
達
し
実
に
川
舟
千
七
八

百
艘
舳
を
並
べ
て
川
上
よ
り
鳥
島
近
く
漕
ぎ
下

(

)
る
｣と
い
う
活
況
を
呈
し
て
い
た
︒
次

13

に
示
す
の
は
︑
明
治
中
期
か
ら
後
期
頃
の
満
島
︵
中
央
か
ら
右
︶
や
唐
津
公
園
︵
左
︶

を
写
し

(

)
た
絵
葉
書
︵
図
１
︶
と
﹃
満
島
村
誌
﹄
の
口
絵
に
あ
る
満
島
全
景
で
あ
る
︵
図

14

２
︶︒
停
泊
す
る
帆
船
や
白
壁
の
土
蔵
が
石
炭
積
み
出
し
を
行
っ
て
い
た
頃
の
名
残
を

留
め
て
は
い
る
が
︑
こ
の
ど
こ
に
用
所
が
所
在
し
て
い
た
の
か
は
判
然
と
し
な
い
︒

そ
も
そ
も
︑
そ
の
門
前
に
は
﹁
唐
津
石
炭
用
所
﹂
と
記
さ
れ
た
標
杭
が
建
て
ら
れ
て

は
い
た

(

)
が
︑
庁
舎
や
炭
庫
等
は
︑
次
の
よ
う
な
建

(

)
物
で
あ
り
︑
例
え
ば
西
洋
風
の
レ
ン

15

16

ガ
造
と
い
っ
た
特
徴
を
有
し
て
い
な
い
こ
と
か
ら
︑
外
観
に
よ
っ
て
用
所
を
特
定
す
る

こ
と
は
困
難
で
あ
る
︒
さ
ら
に
は
︑
所
在
地
を
推
定
さ
せ
る
記
録
等
も
見
出
せ
て
い
な

い
︒

庁

舎

一
棟

総
瓦
屋
根

総
坪
数
二
〇
坪
︵
本
坪
数
一
〇
坪
︶

官

舎

一
棟

総
瓦
屋
根

総
坪
数
二
〇
坪
︵
本
坪
数
一
〇
坪
︶

土

蔵

一
棟

総
瓦
屋
根

坪
数
九
坪
︵
二
階
付
︶

秋 山 博 志
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図１ 満島と唐津公園の遠景

図２ 満島全景



石
炭
庫

一
棟

総
瓦
屋
根

坪
数
二
七
坪
︵
外
回
り
三
方
松
板
張
︶

石
炭
庫

一
棟

総
瓦
屋
根

坪
数
二
七
坪
︵
外
回
り
二
方
松
板
張
︶

石
炭
庫

一
棟

総
瓦
屋
根

坪
数
二
七
坪
︵
外
回
り
三
方
松
板
張
︶

ま
た
︑
敷
地
は
借
地
の
た
め
︑
唐
津
公
園
内
へ
移
転
時
に
所
有
者
に
返
還
さ
れ
て
い

る
︒

二
︑
満
島
時
代
の
所
員
に
つ
い
て

明
治
四
年
九
月
加
瀬
田
景
正
が
唐
津
石
炭
山
取
締
を
︑
今
井
直

(

)
方
と
竹
村
知

(

)
道
が
︑

17

18

そ
れ
ぞ
れ
精
算
掛
︑
出
納
掛
を
命
じ
ら
れ
る
︒
そ
の
翌
月
に
発
出
さ
れ
た
文

(

)
書
に
は
︑

19

こ
の
三
名
と
共
に
井
後
清
之
が
連
名
し
て
い
る
こ
と
か
ら
︑
同
出
張
所
開
設
時
の
所
員

は
こ
の
四
名
と
考
え
ら
れ
る
︒
九
月
二
八
日
に
は
鈴
木
十
︵
重
︶

(

)
郎
が
︑
一
二
月
四
日

20

に
は
岩
切
重

(

)
一
が
唐
津
勤

(

)
務
を
命
じ
ら
れ
る
︒
井
後
は
明
治
五
年
二
月
頃
に
は
海
軍
省

21

22

勤
務
と
な
り
︑
今
井
︑
竹
村
の
両
名
は
明
治
六
年
頃
に
は
そ
れ
ぞ
れ
中
主
計
や
主
計
副

と
い
っ
た
主
計
官
︵
海
軍
に
お
い
て
経
理
や
物
資
の
補
給
︑
兵
員
の
給
養
等
を
所
掌
し

た
文
官
︶
に
任
じ
ら
れ
て
他
部
署
に
転
じ
て
い
る
︒

明
治
六
年
六
月
三
〇
日
に
は
本
庄
︵
荘
︶
義
孝
が
唐
津
勤
務
と
な
る
が
︑
七
月
初
旬

に
病
気
療
養
の
た
め
帰
京
し
︑
そ
の
後
も
回
復
せ
ず
辞
職
し
て
い

(

)
る
︒
一
一
月
に
な
る

23

と
大
山
綱

(

)
丈
と
種
瀬
千

(

)
里
の
両
名
が
唐
津
勤
務
を
命
じ
ら
れ
る
が
︑
こ
れ
は
七
月
二
〇

24

25

日
に
岩
切
が
長
崎
海
軍
出
張
所
へ
転
出
し
︑
一
〇
月
九
日
に
加
瀬
田
が
死
去
し
た
こ
と

に
伴
う
後
任
補
充
と
考
え
ら
れ
る
︒
種
瀬
は
明
治
八
年
一
月
海
軍
裁
判
所
に
転
出
し
︑

大
山
は
明
治
九
年
八
月
に
免
官
と
な
る
こ
と
か
ら
九
月
一
五
日
に
は
三
宅
当

(

)
男
が
転
入

26

し
て
く
る
︵
図
３
︶︒
次
に
示
す
三
宅
の
転
入
・
転
出
辞
令
に
あ
る
﹁
在
勤
﹂
と
い
う
文

言
は
︑
海
軍
省
会
計
局
に
在
籍
し
て
い
る
が
︑
用
所
が
勤
務
官
署
で
あ
る
こ
と
を
意
味

し
て
い
る
︒

西
南
戦
争
を
目
前
に
控
え
た
明
治
一
〇
年
一
月
一
九
日
に
は
︑
石
炭
検
査
掛
と
し
て

江
口
徳

(

)
次
が
龍
驤
艦
︵
明
治
三
年
五
月
に
熊
本
藩
か
ら
政
府
に
献
納
さ
れ
た
英
国
製
軍

27

艦
︶
か
ら
転
入
し
て
く
る
︒
江
口
は
︑
同
艦
で
蒸
気
機
関
へ
の
燃
料
供
給
と
燃
焼
を
担

当
す
る
一
等
火
夫
と
し
て
勤
務
し
て
お
り
︑
実
務
経
験
に
基
づ
い
た
石
炭
の
目
利
き
能

力
を
備
え
て
い
た
︒
し
か
し
︑
明
治
一
四
年
四
月
一
日
に
病
没
し
た
後
に
は
︑
こ
の
よ

う
な
経
歴
や
技
能
を
有
す
る
所
員
の
補
充
は
行
わ
れ
て
い
な
い
︒

四
月
一
一
日
に
は
三
宅
が
戦
争
処
理
の
た
め
長
崎
臨
時
海
軍
事
務
局
に
転
出
す
る

︵
図
４
︶
こ
と
か
ら
︑
喜
多
村
儀

(

)
嗣
が
四
月
か
ら
一
一
月
ま
で
出
張
し
て
そ
の
欠
を
補

28

う
︒
一
〇
月
一
八
日
に
な
る
と
︑
よ
う
や
く
三
宅
の
後
任
と
し
て
真
野
隆

(

)
彦
が
転
入
し

29

て
く
る
︒
翌
明
治
一
一
年
一
〇
月
二
三
日
に
は
鈴
木
が
海
軍
省
会
計
局
に
転
出
し
︑
入

れ
替
り
に
渋
谷
国

(

)
成
が
転
入
し
て
く
る
︒
当
初
は
変
則
的
な
配
置
や
頻
繁
な
異
動
も
あ

30

る
が
︑
用
所
業
務
は
明
治
一
四
年
ま
で
概
ね
二
名
体
制
で
処
理
さ
れ
て
い
た
︒

所
員
に
つ
い
て
補
足
す
る
と
︑
用
所
は
海
軍
の
官
署
と
は
い
え
炭
鉱
の
維
持
管
理
︑

唐津における海軍官署の設置から廃庁まで
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図３ 三宅当男転入辞令

図４ 三宅当男転出辞令



石
炭
の
購
入
及
び
回
送
等
を
主
た
る
業
務
と
し
て
い
た
こ
と
か
ら
︑
直
接
戦
闘
に
従
事

す
る
現
役
の
軍
人
は
配
属
さ
れ
て
い
な
い
︒
例
え
ば
︑
井
後
は
秘
書
科
に
属
す
る
秘
書

官
︑
加
瀬
田
を
含
む
他
の
所
員
も
用
所
在
任
中
に
主
計
官
で
あ
る
か
︑
ま
た
は
転
出
後

に
そ
の
道
に
歩
ん
で
お
り
︑
海
軍
で
は
こ
れ
ら
秘
書
官
や
主
計
官
に
機
関
官
と
軍
医
官

を
加
え
て
﹁
四
文
官
﹂
と
称
し
て
︑
武
官
い
わ
ゆ
る
狭
義
の
軍
人
扱
い
で
は
な
か
っ
た
︒

た
だ
︑
文
官
と
い
え
ど
も
官
庁
に
勤
務
す
る
だ
け
で
は
な
く
軍
艦
に
も
乗
り
組
ん
で

お
り
︑
前
者
を
﹁
不
乗
艦
文
官
﹂︑
後
者
を
﹁
乗
艦
文
官
﹂
と
呼
称
し
て
い
た
︒
明
治
一

五
年
六
月
七
日
の
海
軍
武
官
官
等
表
改
正
︵
太
政
官
達
三
三
︶
に
よ
っ
て
武
官
の
仲
間

入
り
を
す
る
が
︑
あ
く
ま
で
﹁
准
武
官
﹂
や
﹁
准
将
校
﹂
の
扱
い
で
あ
っ
た
︒

こ
れ
は
憶
測
で
は
あ
る
が
︑
加
瀬
田
と
岩
切
の
両
名
は
鹿
児
島
出
身
で
春
日
艦
︵
明

治
三
年
一
〇
月
に
薩
摩
藩
か
ら
政
府
に
献
納
さ
れ
た
英
国
製
軍
艦
︶
士
官
と
し
て
勤
務

し
て
い
た
こ
と
か
ら
︑
旧
薩
摩
藩
出
張
石
炭
方
か
ら
施
設
や
業
務
等
を
円
滑
に
引
き
継

ぐ
た
め
に
配
置
さ
れ
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
︒

三
︑
唐
津
公
園
内
へ
の
移
転
と
施
設
配
置

用
所
が
立
地
し
た
満
島
の
地
は
︑
松
浦
川
に
発
生
す
る
浅
瀬
に
よ
っ
て
︑
設
置
か
ら

僅
か
七
年
で
石
炭
積
み
下
ろ
し
に
支
障
を
来
す
よ
う
に
な
る
︒
そ
の
対
応
と
し
て
明
治

一
一
年
六
月
真
野
隆
彦
と
鈴
木
十
郎
の
連
名
で
対
岸
の
唐
津
公
園
敷
地
へ
の
移
転
と
既

存
倉
庫
︵
旧
唐
津
藩
米
蔵
で
東
内
蔵
︑
西
内
蔵
︑
外
蔵
の
三
棟
︶
の
取
得
が
長
崎
海
軍

出
張
所
に
上
申
さ
れ

(

)
る
︒
同
出
張
所
は
海
軍
省
に
さ
ら
に
上
申
し
︑
関
係
諸
省
へ
の
照

31

会
と
い
う
手
順
を
経
て
︑
明
治
一
二
年
九
月
九
日
に
敷
地
と
倉
庫
の
移
管
が
決
定
さ
れ

(

)
る
︒
同
年
一
二
月
九
日
に
敷
地
︵
三
一
三
五
坪
三
三
︶
が
︑
明
治
一
三
年
三
月
二
五
日

32に
は
倉
庫
三
棟
が
長
崎
海
軍
出
張
所
へ
引
き
渡
さ
れ

(

)
る
︒

33

移
転
に
先
立
っ
て
︑
明
治
一
三
年
六
月
か
ら
唐
津
公
園
敷
地
内
の
施
設
整
備
︵
表
門
︑

庁
舎
︑
周
囲
柵
︑
波
停
場
石
垣
や
道
路
の
新
築
︑
渡
船
場
の
付
替
︑
渡
し
守
の
家
屋
他

二
軒
の
移
転
等
︶
が
開
始
さ
れ

(

)
る
︒
構
内
の
配
置
に
つ
い
て
は
︑
精
粗
は
あ
る
が
次
の

34

四
種
類
の
図
が
存
在
し
︑
整
備
の
過
程
を
た
ど
る
こ
と
が
で
き
る
︒

配
置
図
⑴

共
同
運
輸
株
式
会
社
﹁
唐
津
御
用
所
構
内
地
所
及
ヒ
建
物
拝
借
之
義
ニ

付
(

)
願
︵
明
治
一
八
年
四
月
二
三
日
︶﹂
付
図
︻
唐
津
海
軍
石
炭
用
所
全

35

図
︼

配
置
図
⑵

唐
津
町
長
﹁
官
有
建
物
特
別
御
払
下

(

)
願
︵
明
治
二
四
年
六
月
二
五
日
︶﹂

36

付
図
︻
無
題
︼

配
置
図
⑶

唐
津
石
炭
株
式
会
社
﹁
旧
唐
津
海
軍
石
炭
用
所
御
払
下
之
義
ニ
付

(

)
願37

︵
明
治
二
四
年
九
月
二
日
︶﹂
付
図
︻
旧
唐
津
海
軍
石
炭
用
所
建
物
之
図
︼

配
置
図
⑷

唐
津
石
炭
株
式
会
社
﹁
旧
唐
津
海
軍
石
炭
用
所
敷
地
建
物
払
下
願
之
義

ニ
付
開
申

(

)
書
︵
明
治
二
四
年
︶﹂
付
図
︻
旧
唐
津
海
軍
石
炭
用
所
︼

38

図
５
は
︑
配
置
図
⑶
を
基
に
配
置
図
⑷
に
記
載
さ
れ
た
名
称
を
統
合
し
た
も
の
で
あ

る
︒
本
図
に
よ
っ
て
構
内
の
施
設
配
置
を
た
ど
っ
て
い
く
と
︑
上
部
の
﹁
く
﹂
の
字
の

部
分
に
位
置
し
て
い
る
の
が
表
門
と
考
え
ら
れ
︑
旧
城
下
の
唐
津
町
に
通
じ
て
い
た
︒

配
置
図
⑵
と
⑷
で
は
﹁
表
門
﹂
と
な
っ
て
い
る
が
︑
配
置
図
⑶
で
は
﹁
通
用
門
﹂
と
記

載
さ
れ
て
い
る
︒

こ
の
門
か
ら
南
東
に
進
む
と
構
内
に
設
け
ら
れ
た
内
門
に
行
き
当
た
る
︒
内
門
に
至

る
ま
で
の
区
域
は
明
治
一
五
年
九
月
に
追
加
で
取
り
込
ん
だ
敷

(

)
地
で
あ
る
こ
と
か
ら
︑

39

こ
れ
が
開
設
当
初
の
門
と
考
え
ら
れ
る
︒
こ
の
内
門
を
過
ぎ
る
と
庁
舎
正
面
に
向
か
い

合
う
︒
庁
舎
は
玄
関
か
ら
伸
び
た
廊
下
の
左
右
に
二
室
ず
つ
︑
突
き
当
り
に
二
室
の
計

六
室
と
い
う
間
取
り
で
あ
っ
た
︒
配
置
図
⑶
で
は
玄
関
は
引
き
戸
の
よ
う
に
描
か
れ
て

い
る
が
︑
各
室
の
区
画
と
開
閉
は
建
築
時
に
調
達
さ
れ
た
四
枚
の
西
洋
作
り

(

)
戸
に
よ
っ

40

秋 山 博 志
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て
行
わ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
細
長
く
突
き
出
た
部
分
は
便
所
と
そ
れ
を
つ
な
ぐ

廊
下
の
よ
う
で
あ
る
︒

松
浦
川
に
張
り
出
し
て
い
る
構
造
物
は
︑
石
炭
積
み
下
ろ
し
作
業
を
行
う
波
止
場
で

あ
る
︒
移
転
に
際
し
構
内
を
整
備
し
た
時
の
図

(

)
面
で
は
︑﹁
第
一
号
﹂︑﹁
第
二
号
﹂
波
止

41

場
の
位
置
に
表
面
を
石
材
で
被
覆
し
︑
松
浦
川
に
向
か
っ
て
三
ヶ
所
の
階
段
を
設
け
た

長
方
形
の
突
堤
様
の
構
造
物
が
描
か
れ
て
い
る
︒

明
治
一
七
年
に
﹁
第
一
号
﹂︑﹁
第
二
号
﹂
波
止
場
が
建
設
さ
れ
た
際
に
改
修
し
た
の

か
︑
あ
る
い
は
突
堤
は
構
想
に
終
わ
っ
た
の
か
は
不
明
で
あ
る
︒
大
正
期
の
唐
津
町
の

地
(

)
図
に
は
こ
の
波
止
場
の
遺
構
と
思
わ
れ
る
二
ヶ
所
の
突
起
が
描
か
れ
て
い
る
が
︑
昭

42

和
二
八
年
五
月
に
架
設
さ
れ
た
舞
鶴
橋
の
基
礎
部
分
と
な
っ
て
い
て
︑
今
で
は
そ
の
形

状
を
確
認
で
き
な
い
︒
引
き
続
き
︑
明
治
一
八
年
に
﹁
第
三
号
﹂
が
︑
明
治
二
〇
年
に

﹁
第
四
号
﹂︑﹁
第
五
号
﹂
の
各
波
止
場
が
建
設
さ
れ

(

)
る
︒
こ
れ
ら
の
波
止
場
は
︑
配
置
図

43

⑷
で
は
表
面
を
石
材
で
被
覆
し
︑
か
つ
松
浦
川
に
向
か
っ
て
傾
斜
し
た
ス
ロ
ー
プ
状
に

描
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
︑
作
業
時
に
潮
の
干
満
等
の
影
響
を
受
け
る
こ
と
が
少
な
い

﹁
雁
木
︵
が
ん
ぎ
︶﹂
と
呼
ば
れ
る
構
造
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒

一
番
倉
庫
︵
当
初
に
移
管
を
受
け
た
﹁
旧
外
蔵
﹂︶
と
松
浦
川
の
間
に
倉
庫
と
甲
倉
庫

が
位
置
す
る
が
︑
石
炭
の
搬
入
・
搬
出
の
利
便
性
に
配
慮
し
た
も
の
か
三
倉
庫
の
出
入

口
は
対
面
し
て
い
る
︒
こ
れ
は
︑
二
番
倉
庫
︵
同
﹁
旧
東
内
蔵
﹂︶
と
乙
倉
庫
に
つ
い
て

も
同
様
の
配
置
と
な
っ
て
い
る
︒

甲
倉
庫
の
建
築
以
前
︑
そ
の
場
所
に
は
仮
炭
庫
が
設
置
さ
れ
て
い

(

)
た
︒
こ
れ
は
風
や

44

潮
の
影
響
を
受
け
て
上
荷
船
か
ら
運
送
船
へ
の
石
炭
積
替
え
作
業
が
困
難
な
場
合
︑
一

時
的
に
保
管
す
る
た
め
の
建
物
で
︑
そ
の
構
造
は
地
面
へ
直
接
穴
を
掘
っ
て
柱
を
建
て

る
と
い
う
掘
立
柱
で
あ
っ
た
︒
ま
た
︑
建
築
材
も
廃
材
を
利
用
し
た
も
の
で
あ
っ
た
こ

と
か
ら
︑
瓦
葺
き
の
建
物
に
建
て
替
え
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
︒

唐津における海軍官署の設置から廃庁まで

秋 山 博 志
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旧
西
内
蔵
は
︑
波
止
場
か
ら
離
れ
て
い
る
こ
と
も
あ
っ
て
か
官
舎
に
転
用
さ
れ
︑
一

号
か
ら
五
号
に
区
画
さ
れ
て
石
炭
積
み
人
足
頭
に
貸
し
出
さ
れ
て
い

(

)
た
︒
六
号
と
七
号

45

は
︑
明
治
一
五
年
九
月
に
取
り
込
ん
だ
敷
地
に
立
地
し
て
い
た
民
家
を
購
入
・
転
用
し

た
官
舎
で
あ

(

)
る
︒
六
号
官
舎
の
建
坪
約
二
七
坪
五
は
︑
奏
任
官
用
宿
舎
の
建
築
基
準

46

︵
二
二
坪
︶
を
満
た
し
て
い
た
が
︑
二
代
所
長
星
山
臣

(

)
欽
は
︑
用
所
か
ら
徒
歩
数
分
の
城

47

内
二
の
門
に
あ
っ
た
炭
鉱
主
宗
田
信
左
衛
門
の
旧
邸
に
居
住
し
て
い

(

)
た
︒

48

江
戸
期
の
﹁
肥
前
唐
津
城
内

(

)
図
﹂
に
描
か
れ
て
い
る
井
戸
の
数
は
二
ま
た
は
三
ヶ
所

49

で
あ
る
が
︑
配
置
図
⑷
で
は
五
ヶ
所
と
な
っ
て
い
る
︒
配
置
図
⑷
に
は
︑
構
内
の
空
地

の
ほ
と
ん
ど
が
石
炭
置
場
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
︑
運
搬
等
に
従
事
し
た
者

の
沐
浴
の
た
め
に
増
設
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
︒
南
側
の
城
壁
際
に
は
︑
下
請
人
が

石
炭
販
売
の
繁
盛
を
願
っ
て
勧
請
し
た
も
の
か
︑
海
軍
の
施
設
に
は
似
つ
か
わ
し
く
な

い
稲
荷
社
が
鎮
座
し
て
い
る
︒
以
上
の
建
築
︵
移
管
︶
時
期
や
坪
数
に
つ
い
て
は
︑
別

表
の
﹁
用
所
の
敷
地
・
施
設
一
覧
﹂
に
ま
と
め
た
︒

四
︑
唐
津
海
軍
石
炭
用
所
章
程
の
制
定

明
治
一
四
年
六
月
︑
業
務
の
拡
大
や
所
管
す
る
長
崎
海
軍
出
張
所
と
遠
隔
し
て
い
る

こ
と
の
不
便
︑
経
理
処
理
が
作
業
費
に
移

(

)
行
し
た
こ
と
に
よ
る
事
務
の
繁
忙
等
を
理
由

50

に
︑
用
所
の
本
省
直
轄
と
所
長
の
配
属
が
真
野
隆
彦
と
渋
谷
国
成
の
連
名
で
長
崎
海
軍

出
張
所
へ
上
申
さ
れ
る
︒
同
出
張
所
は
︑
本
省
直
轄
に
つ
い
て
は
重
大
案
件
で
あ
る
こ

と
か
ら
保
留
し
︑
用
所
へ
の
所
長
未
配
置
に
よ
る
事
案
決
裁
の
遅
滞
︑
ま
た
︑
所
員
一

名
の
出
張
時
︵
長
崎
や
炭
山
巡
回
等
︶
の
事
務
の
渋
滞
等
も
付
け
加
え
︑
取
り
急
ぎ
大

中
少
主
計
又
は
秘
書
官
等
の
内
一
名
の
配
属
を
海
軍
省
に
上
申
す

(

)
る
︒
と
こ
ろ
が
︑
海

51

軍
省
か
ら
の
一
〇
月
一
三
日
の
回
答
は
︑
用
所
を
同
省
主
船
局
へ
所
管
換
え
す
る
と
い

う
も
の
で
あ
っ

(

)
た
︒

52

そ
の
後
︑﹁
是
迄
章
程
様
ノ
モ
ノ
一
切
無
之
従
前
一
時
伺
済
ノ
モ
ノ
将
タ
慣
例
等
ニ

依
リ
処
分
致
シ
来

(

)
リ
﹂
と
い
う
慣
例
や
伺
・
指
令
を
元
に
処
理
さ
れ
て
き
た
用
所
業
務

53

の
改
善
の
た
め
︑
明
治
一
五
年
三
月
二
二
日
に
は
一
定
の
規
範
と
な
る
﹁
唐
津
海
軍
石

炭
用
所
仮
章
程
﹂
が
︑
翌
年
二
月
一
七
日
に
は
﹁
同
章
程
﹂
が
定
め
ら
れ
る
︒
こ
れ
ら

の
章
程
に
よ
っ
て
用
所
業
務
が
三
掛
︵
庶
務
掛
︑
監
査
掛
︑
計
算
掛
︶
の
分
掌
と
な
り
︑

併
せ
て
七
等

(

)
官
以
上
の
者
か
ら
所
長
を
︑
業
務
繁
忙
時
に
は
九
等
官
以
上
の
者
か
ら
次

54

長
を
置
く
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
︒

明
治
一
五
年
二
月
二
八
日
に
は
仮
章
程
に
先
行
し
て
︑
喜
多
村
儀
嗣
大
主
計
︵
後
の

﹁
主
計
大
尉
﹂
に
相
当
︶
が
次
長
を
命
じ
ら
れ
る
︒
同
年
一
二
月
九
日
に
は
主
計
学
舎

︵
海
軍
に
お
け
る
主
計
官
養
成
の
た
め
の
教
育
機
関
︶
出
身
の
神
山
昌

(

)
臧
が
用
所
勤
務

55

と
な
る
︒
神
山
は
︑
少
主
計
︵
後
の
﹁
主
計
少
尉
﹂
に
相
当
︒
九
等
官
︶
で
あ
る
こ
と

か
ら
次
長
と
な
る
条
件
を
満
た
し
て
は
い
た
が
︑
明
治
一
六
年
二
月
二
〇
日
に
喜
多
村

が
所
長
に
昇
任
し
て
も
そ
の
後
に
任
じ
ら
れ
て
お
ら
ず
︑
こ
の
よ
う
な
主
計
官
の
追
加

配
置
も
今
回
限
り
と
な
っ
た
︒

明
治
一
九
年
六
月
二
二
日
喜
多
村
が
浦
賀
屯
営
主
計
長
に
転
出
し
た
こ
と
か
ら
︑
星

山
臣
欽
大
機
関
士
︵
後
の
﹁
機
関
大
尉
﹂
に
相
当
︶
が
そ
の
後
任
と
な
り
︑
明
治
二
三

年
一
月
ま
で
務
め
る
こ
と
に
な
る
︒
所
︵
次
︶
長
以
外
の
属
員
に
つ
い
て
は
廃
庁
ま
で
︑

概
ね
規
定
ど
お
り
の
三
名
が
配
置
さ
れ
て
い

(

)
る
︒

56

明
治
二
二
年
四
月
二
〇
日
﹁
海
軍
会
計
監
督
部
条
例
︵
勅
令
五
四
︶﹂
が
制
定
さ
れ

て
︑﹁
鎮
守
府
所
在
地
外
ニ
海
軍
所
属
庁
ア
ル
ト
キ
ハ
会
計
監
督
官
一
名
ヲ
置
︵
第
二

条
︶﹂
い
て
︑﹁
其
庁
ノ
金
銭
物
品
ノ
出
納
人
民
ニ
対
ス
ル
契
約
及
財
産
増
減
ニ
関
ス
ル

事
件
ヲ
監
督
︵
第
五
条
︶﹂
す
る
よ
う
に
な
る
︒
こ
の
た
め
同
年
七
月
に
は
兼
務
で
は
あ

る
が
監
督
官
に
川
上
親
英
主
計
少
監
︵
後
の
﹁
主
計
少
佐
﹂
に
相
当
︶
が
︑
属
員
に
石

秋 山 博 志
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垣
昌
言
七
等
属
が
任
じ
ら
れ
て
八
月
初
旬
に
赴
任
す

(

)
る
︒
し
か
し
︑
翌
年
に
は
用
所
が

57

廃
庁
と
な
る
た
め
一
年
度
限
り
の
配
置
と
な
っ
た
︒

五
︑
唐
津
石
炭
用
所
官
制
の
制
定

明
治
一
九
年
六
月
三
日
﹁
唐
津
石
炭
用
所
官
制
︵
海
軍
省
令
四
三
︶﹂
が
制
定
さ
れ
︑

用
所
の
組
織
や
業
務
の
外
に
︑
所
長
は
奏
任
三
等
又
は
四
等
の
機
関
官
︑
主
計
官
を
充

て
る
こ
と
が
定
め
ら
れ
る
︒
こ
れ
を
受
け
て
︑
機
関
官
の
星
山
臣
欽
が
二
代
所
長
に
就

任
す
る
︒

参
考
ま
で
に
﹁
奏
任
三
・
四
等
官
﹂
の
官
吏
と
し
て
の
地
位
に
つ
い
て
︑
現
在
の
府

県
警
察
本
部
長
に
相
当
す
る
警
部
長
と
比
較
し
て
み
る
︒
警
部
長
と
は
︑
明
治
一
四
年

一
一
月
二
六
日
府
県
官
中
職
制
の
改
正
︵
太
政
官
達
九
八
︶
に
よ
り
設
け
ら
れ
た
府
県

警
察
を
総
括
す
る
職
で
︑
明
治
一
九
年
七
月
一
二
日
の
﹁
地
方
官
官
制
︵
勅
令
五
四
︶﹂

に
よ
っ
て
﹁
奏
任
四
等
以
下
﹂
と
規
定
さ
れ
︑
佐
賀
県
で
は
知
事
︑
書
記
官
に
次
ぐ
ナ

ン
バ
ー
三
又
は
四
の
地
位
に
あ
っ
た
︒
用
所
が
設
置
さ
れ
て
い
た
期
間
に
は
︑
大
河
平

隆
︵
奏
任
五
等
︶︑
宮
内
愛
亮
︵
同
︶︑
田
中
坤
六
︵
奏
任
四
等
︶
の
三
名
が
そ
の
職
に

あ
(

)
り
︑
対
す
る
用
所
所
長
は
︑
初
代
喜
多
村
が
大
主
計
︵
奏
任
四
等
︶
か
ら
主
計
少
監

58

︵
同
三
等
︶
に
進
み
︑
二
代
星
山
が
大
機
関
士
︵
奏
任
四
等
︶
で
あ
っ
た
︒
こ
の
よ
う
に

警
部
長
と
比
肩
す
る
官
等
の
者
が
所
長
に
就
く
こ
と
に
よ
っ
て
︑
用
所
は
佐
賀
県
内
で

警
察
本
部
︵
署
︶
と
同
格
の
官
署
に
位
置
付
け
ら
れ
た
と
見
做
す
こ
と
が
こ
と
が
で
き

る
︒

六
︑
派
出
所
の
設
置

用
所
直
営
の
炭
鉱
は
相
知
村
︵
唐
津
市
相
知
︶
周
辺
に
所
在
し
︑
こ
こ
で
採
掘
さ
れ

た
石
炭
が
上
荷
船
と
呼
ば
れ
る
川
船
に
積
載
さ
れ
て
用
所
ま
で
運
ば
れ

(

)
た
︒
相
知
村
に

59

は
派
出
所
が
設
置
さ
れ
て
お
り
︑
所
員
と
雇
員
が
各
一
名
ず
つ
交
代
で
出
向
き
︑
下
請

人
の
不
正
行
為
︑
出
炭
や
土

(

)
場
ま
で
の
運
搬
と
選
炭
︑
川
船
へ
の
積
込
み
の
各
作
業
を

60

監
視
し
て
い
た
︒
と
こ
ろ
が
現
場
に
設
置
さ
れ
て
い
る
の
は
板
小
屋
︑
そ
れ
も
立
番
所

の
た
め
に
勤
務
す
る
者
に
と
っ
て
休
息
も
ま
ま
な
ら
ず
︑
寒
暑
は
お
ろ
か
暴
風
雨
雪
と

も
な
る
と
凌
ぎ
難
く
︑
近
所
に
も
適
当
な
宿
所
も
な
い
と
い
う
環
境
で
あ
っ

(

)
た
︒

61

こ
の
不
便
を
改
善
す
る
た
め
︑
明
治
一
一
年
四
月
二
三
日
石
炭
山
取
締
派
出
所
新
築

の
伺
い
が
長
崎
海
軍
出
張
所
を
経
て
海
軍
省
に
提
出
さ
れ
て
︑
同
年
一
〇
月
に
設
立
が

認
め
ら
れ

(

)
る
︒
翌
年
三
月
に
所
員
二
名
が
派
出
さ
れ
た
と
あ

(

)
る
こ
と
か
ら
︑
派
出
所
の

62

63

完
成
時
期
は
そ
の
頃
と
考
え
ら
れ
る
︒

そ
の
二
年
後
の
明
治
一
四
年
一
〇
月
八
日
﹁
唐
津
海
軍
石
炭
山
取
締
巡
査
心
得
概

則
﹂
が
制
定
さ
れ
て
巡
査
詰
所
が
設
置
さ
れ
る
︒
本
概
則
の
実
施
に
あ
た
っ
て
は
唐
津

警
察
署
と
熟
議
を
行

(

)
う
こ
と
と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
︑
こ
れ
ら
の
巡
査
は
正
規
の
警

64

察
吏
員
で
あ
り
︑
こ
の
年
か
ら
発
足
す
る
請
願
巡
査
の
制

(

)
度
に
よ
り
派
出
さ
れ
た
と
考

65

え
ら
れ
る
︒
巡
査
詰
所
は
︑
敷
地
八
〇
坪
に
木
造
平
屋
一
棟
︵
坪
数
三
一
坪
五
︶
と
い

う
規
模
で
あ
り
︑
菊
紋
を
捺
し
た
瓦
︵
図
６
︶
と
土
塀
の
瓦
が
伝
わ
っ
て
い

(

)
る
︒
巡
査

66

は
︑
本
詰
所
へ
の
駐
在
と
石
炭
置
場
へ
の
出
張
に
各
一
名
が
あ
た
り
︑
四
名
は
午
前
六

時
か
ら
午
後
五
時
ま
で
各
炭
鉱
を
巡
視
し
た
︒

採
掘
さ
れ
た
石
炭
は
︑
松
浦
川
に
接
続
す
る
厳
木
川
の
川
辺
に
設
置
さ
れ
た
通
称

﹁
海
軍
土
場
﹂
か
ら
積
み
出
さ
れ
た
︒
現
地
で
の
聞
き
取
り
調
査
に
よ
れ
ば
︑
巡
査
詰
所

唐津における海軍官署の設置から廃庁まで

秋 山 博 志
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は
こ
の
土
場
に
近
接
し
て
設
置
さ
れ
て

い
た
と
の
こ
と
で
あ
る
︒
海
軍
土
場
も

昭
和
五
〇
年
代
ま
で
は
石
組
が
残
っ
て

い
た
よ
う
で
あ
る
が
︑
河
川
の
改
修
工

事
等
で
現
在
は
そ
の
痕
跡
を
留
め
て
い

な
い
︒

相
知
の
外
に
本
山
村
︵
唐
津
市
厳
木

町
︶
に
も
炭
鉱
が
あ
り
舟
木
谷
出
張
所

が
置
か
れ
て
い
た
が
︑
設
置
・
廃
止
の
時
期
や
規
模
等
の
詳
細
は
不
明
で
あ

(

)
る
︒

67

七
︑
唐
津
海
軍
剰
余
炭
売
捌
所
の
設
置

唐
津
炭
田
で
採
炭
さ
れ
た
石
炭
の
内
︑
最
上
等
の
も
の
は
海
軍
艦
船
に
︑
こ
れ
に
次

ぐ
上
等
の
も
の
は
海
軍
工
廠
や
そ
の
他
の
官
省
等
の
燃
料
に
供
さ
れ
て
い
た
︒
そ
れ
以

外
の
ハ
ネ
炭
と
称
す
る
下
等
炭
は
︑
下
請
人
に
払
い
下
げ
ら
れ
︑
代
価
と
し
て
そ
の
売

却
代
金
の
八
分
を
海
軍
に
上
納
す
る
規
定
で
あ
っ

(

)
た
︒

68

と
こ
ろ
が
︑
市
価
が
海
軍
の
買
い
上
げ
価
格
を
上
回
る
よ
う
に
な
る
と
︑
下
請
人
か

ら
の
石
炭
の
納
入
が
滞
る
よ
う
に
な
る
︒
用
所
で
は
そ
の
弥
縫
策
と
し
て
︑
下
請
人
に

所
要
量
以
上
の
石
炭
を
採
掘
さ
せ
︑
買
い
上
げ
た
残
余
を
﹁
剰
余
炭
﹂
と
し
て
払
い
下

げ
る
こ
と
と
す

(

)
る
︒
明
治
一
四
年
一
〇
月
二
五
日
制
定
の
﹁
唐
津
炭
山
取
締
心
得
﹂
に

69

は
︑
剰
余
炭
の
払
下
げ
に
際
し
︑
六
等
又
は
八
等
属
の
内
か
ら
一
名
と
外
一
名
が
立
会

う
こ
と
が
規
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
︑
こ
の
頃
に
始
ま
っ
た
制
度
と
考
え
ら
れ
る
︒

こ
れ
ら
の
剰
余
炭
を
販
売
す
る
た
め
︑
下
請
人
等
に
よ
っ
て
﹁
唐
津
海
軍
剰
余
炭
売

捌
所
︵
以
下
﹁
剰
余
炭
売
捌
所
﹂︶
が
設
立
さ
れ

(

)
る
︒
用
所
に
勤
務
し
て
い
た
者
の
証

70

(

)
言
に
加
え
︑
配
置
図
⑶
で
は
﹁
坑
業
人
控
︵
事
務
︶
所
﹂
の
横
に
﹁
下
等
︵
下
等
炭
の

71こ
と
か
︒
筆
者
︶
売
捌
所
﹂
と
記
し
て
あ
る
こ
と
か
ら
も
同
事
務
所
が
剰
余
炭
売
捌
所

と
し
て
機
能
し
て
い
た
可
能
性
が
高
い
︒

図
７
は
︑﹁
唐
津
海
軍
剰
余
石
炭
之
證
﹂
と
標
題
が
あ
る
こ
と
か
ら
︑
剰
余
炭
売
捌
所

で
使
用
さ
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
ラ
ベ
ル
︵
縦
一
二
㌢
×
横
一
六
．
八
㌢
︶
で
あ
る
︒

本
ラ
ベ
ル
の
使
途
は
判
然
と
し
な
い
が
︑
木
版
で
は
な
く
精
緻
な
銅
版
画
技
法
を
用
い

て
京
都
︵
下
村
銅
刻
︶
で
製
版
し
て
い
る
こ
と
や
﹁
證
﹂
の
文
字
か
ら
も
︑
海
軍
か
ら

払
い
下
げ
を
受
け
た
剰
余
炭
で
あ
る
こ
と
を
示
す
証
票
的
な
性
格
を
持
っ
て
い
た
と
考

え
ら
れ
る
︒
本
ラ
ベ
ル
の
製
作
・
使
用
時
期
は
︑
描
か
れ
て
い
る
構
図
か
ら
明
治
二
〇

年
以
降
と
推
定
さ
れ

(

)
る
︒

72

そ
の
構
図
か
ら
︑
当
時
の
用
所
の
姿
を
た
ど
っ
て
み
る
と
︑
中
央
を
流
れ
る
松
浦
川

の
右
岸
が
満
島
︑
左
岸
の
小
高
い
丘
陵
が
唐
津
城
址
︑
麓
に
連
な
る
建
物
群
が
用
所
と

考
え
ら
れ
る
︒
建
物
群
の
左
端
か
ら
物
置
︑
庁
舎
︑
板
葺
倉
庫
︑
甲
倉
庫
が
連
な
っ
て

お
り
︑
甲
倉
庫
の
中
央
に
張
り
出
し
て
い
る
の
が
石
炭
検
査
所
︑
そ
の
後
ろ
に
見
え
て

い
る
の
が
坑
業
人
控
︵
事
務
︶
所
で
あ
る
︒
甲
倉
庫
の
後
ろ
に
屋
根
を
覗
か
せ
て
い
る

の
が
一
番
倉
庫
で
あ
り
︑
川
に
張
り
出
し
た
波
止
場
二
ヶ
所
も
描
か
れ
て
い
る
︒
そ
の

先
に
見
え
る
石
段
が
︑
用
所
移
転
に
際
し
て
明
治
一
三
年
に
付
替
え
ら
れ
た
渡
船
場

で
︑
上
っ
て
右
の
建
物
が
同
時
に
移
設
し
た
渡
し
守
の
住
居
と
考
え
ら
れ

(

)
る
︒

73

用
所
の
廃
止
に
伴
い
管
理
下
に
あ
っ
た
炭
鉱
が
民
間
に
開
放
さ
れ
る
と
︑
そ
こ
か
ら

採
掘
・
販
売
さ
れ
る
石
炭
は
海
軍
の
剰
余
炭
で
は
な
く
な
る
こ
と
か
ら
︑
剰
余
炭
売
捌

所
は
明
治
二
四
年
唐
津
石
炭
会
社
と
名
を
変
え
︑
さ
ら
に
明
治
二
六
年
一
二
月
に
は
唐

津
石
炭
合
資
会
社
に
改
組
さ
れ

(

)
る
︒

74

秋 山 博 志
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八
︑
用
所
の
廃
止
と
そ
の
後

明
治
海
軍
は
︑
旧
幕
府
や
各
藩
か
ら
接
収
・
献
納
さ
れ
た
艦
船
に
よ
っ
て
創
建
さ
れ

る
が
︑
搭
載
し
て
い
た
機
関
が
低
出

(

)
力
の
た
め
︑
使
用
す
る
燃
料
も
唐
津
炭
で
特
段
の

75

支
障
は
な
か
っ
た
︒
と
こ
ろ
が
︑
第
一
期
軍
備
拡
張
計
画
に
基
づ
き
英
国
等
に
発
注
し

た
新
造
軍
艦
が
回
航
さ
れ
て
く
る
と
︑﹁
曩
ニ
唐
津
炭
山
ヲ
御
所
轄
ニ
付
セ
ラ
レ
︑
専
ラ

該
炭
ヲ
使
用
シ
来
タ
ル
ト
雖
モ
︑
炭
質
疎
ニ
シ
テ
火
力
ノ
薄
弱
ナ
ル
ヨ
リ
旧
来
ノ
汽
罐

ニ
ハ
稍
々
弥
縫
ニ
足
ル
ト
雖
モ
新
式
汽
罐
︵
浪
速
︑
高
千
穂
︶
艦
ニ
於
テ
送
風
器
ヲ
使

用
ス
ル
ト
キ
ハ
︑
風
力
強
キ
ニ
過
ギ
︑
反
ツ
テ
燃
力
ヲ
消
シ
︑
汽
力
増
加
ス
ル
ヲ
得
ザ

ル
ヨ
リ
︑
自
然
速
力
ヲ
短
縮
シ
︑
航
速
ヲ
減
ズ
ル
等
ノ
不
都

(

)
合
﹂
が
露
呈
す
る
︒
新
造

76

軍
艦
の
機
関
は
︑
強
制
的
に
空
気
を
供
給
し
て
石
炭
を
効
率
よ
く
燃
焼
さ
せ
る
﹁
強
圧

送
風
法
﹂
を
採
用
し
て
い
た
が
︑
唐
津
炭
に
対
し
て
こ
の
方
法
は
却
っ
て
逆
効
果
と
な

り
航
行
速
度
を
減
ず
る
結
果
と
な
っ
た
︒

そ
こ
で
海
軍
は
高
性
能
化
し
た
機
関
に
適
す
る
炭
素
が
高
含
有
で
高
熱
量
︑
さ
ら
に

排
煙
が
薄
い
石
炭
を
求
め
︑
明
治
二
一
年
一
月
に
福
岡
県
糟
屋
郡
新
原
︵
同
須
恵
町
新

原
︶
で
炭
鉱
の
調
査
・
開
発
に
着
手
す
る
︒
調
査
の
結
果
︑﹁
筑
前
新
原
ノ
良
炭
ナ
ル
ヲ

発
見
シ
之
ヲ
海
軍
予
備
炭
山
ト
ナ
シ
輒
︵
す
な
わ
︶
チ
本
年
度
ヨ
リ
之
ガ
開
坑
ニ
着

(

)
手
﹂

77

し
︑
明
治
二
三
年
三
月
二
四
日
に
は
﹁
新
原
採
炭
所
官
制
︵
勅
令
四
〇
︶﹂
が
公
布
さ
れ

て
新
原
採
炭
所
が
開
所
す
る
︒
同
官
制
に
よ
れ
ば
︑
所
員
は
︑
所
長
︵
機
関
少
監
又
は

大
機
関
士
︶
一
名
︑
属
二
名
︑
技
手
一
名
と
な
っ
て
お
り
︑
人
員
構
成
は
用
所
と
大
差

な
い
が
︑
所
長
職
の
条
件
を
機
関
官
に
限
定
し
た
こ
と
が
主
な
変
更
点
で
あ
る
︒

そ
の
本
部
跡
に
は
︑
昭
和
一
三
年
︵
一
九
三
八
︶
に
建
立
さ
れ
た
記
念
碑
等
が
今
も

残
っ
て
い
る
︵
図
８
︶︒

唐津における海軍官署の設置から廃庁まで

秋 山 博 志
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図７ 唐津海軍所剰余石炭の証



明
治
二
三
年
一
月
二
四
日
の
用
所
廃

庁
と
同
時
に
所
長
の
星
山
は
休
職
と
な

り
︑
会
計
監
督
官
で
あ
っ
た
川
上
親
英

が
旧
唐
津
石
炭
用
所
残
務
整
理
委
員
長

を
命
じ
ら
れ

(

)
る
︒
四
月
一
八
日
に
は
︑

78

敷
地
と
建
物
が
佐
世
保
鎮
守
府
に
引
き

継
が

(

)
れ
︑
五
月
一
三
日
付
で
残
務
整
理

79

委
員
長
を
川
上
と
交

(

)
代
し
た
田
代
郁
彦

80

大
佐
が
宮
地
康
雄
属
と
共
に
残
務
整
理

を
開
始
す
る
︒
田
代
が
委
員
長
を
免
じ

ら
れ
る
の
が
明
治
二
四
年
一
月
三
一
日

で
あ
る
こ
と
か

(

)
ら
︑
残
務
整
理
に
約

81

九
ヶ
月
を
要
し
た
こ
と
に
な
る
︒

明
治
二
四
年
六
月
二
五
日
唐
津
町
長
が
小
学
校
敷
地
と
し
て
用
所
跡
地
の
払
下
げ
を

海
軍
に
上
申
し
︑
管
理
す
る
佐
世
保
鎮
守
府
も
特
別
払
下
げ
を
海
軍
大
臣
に
稟
申
す
る

が
︑
一
一
月
に
は
競
売
に
よ
り
処
分
す
る
こ
と
が
決
定
さ
れ

(

)
る
︒
そ
の
後
の
経
緯
は
不

82

明
で
あ
る
が
︑
結
果
的
に
は
唐
津
町
長
の
上
申
の
よ
う
に
明
治
二
五
年
四
月
﹁
此
ノ
地

ニ
ア
ツ
タ
旧
藩
倉
庫
ニ
高
等
唐
津
小
学
校
ヲ
設

(

)
置
﹂
す
る
運
び
と
な
る
︒
同
校
が
移
転

83

し
た
後
︑
大
正
一
〇
年
︵
一
九
二
一
︶
に
唐
津
商
業
学

(

)
校
の
敷
地
と
な
る
が
︑
昭
和
一

84

四
年
︵
一
九
三
九
︶
三
月
一
日
に
は
移
転
す
る
︒
昭
和
三
三
年
︵
一
九
五
八
︶︑
そ
の
跡

地
に
唐
津
市
旧
体
育
館
が
建
設
さ
れ
る
︒
同
体
育
館
が
移
転
し
た
後
は
︑
現
在
の
唐
津

市
営
東
城
内
駐
車
場
と
な
っ
て
い
る
︒
図
９
は
︑
唐
津
城
の
模
擬
天
守
か
ら
撮
影
し
た

同
駐
車
場
の
全
景
で
あ
る
が
︑
中
央
を
走
る
道
路
か
ら
や
や
手
前
ま
で
が
用
所
敷
地
で

あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
︒

図

は
昭
和
初
期
に
跡
地
周
辺
を
空
撮
し
た
写

(

)
真
で
あ
る
︒
用
所
の
敷
地
で
あ
っ
た

10

85

と
思
わ
れ
る
区
域
︵
白
丸
で
囲
ん
だ
部
分
︶
は
す
で
に
庁
舎
や
炭
庫
等
が
撤
去
さ
れ
︑

体
育
館
建
設
や
駐
車
場
設
置
の
は
る
か
以
前
に
大
部
分
が
更
地
︵
唐
津
商
業
学
校
の
運

動
場
か
︶
と
な
っ
て
い
た
︒

結
び
に
か
え
て

唐
津
に
あ
っ
て
︑
海
軍
の
蒸
気
艦
船
や
造
船
所
の
燃
料
と
な
る
石
炭
を
各
地
の
炭
庫

に
中
継
し
た
︑
用
所
の
設
置
か
ら
廃
止
ま
で
の
出
来
事
と
施
設
や
所
員
等
に
つ
い
て
考

察
し
た
︒
そ
の
業
務
は
︑
石
炭
の
確
保
・
供
給
と
い
う
あ
る
種
特
殊
な
性
格
を
持
っ
て

い
た
こ
と
か
ら
︑
施
設
は
庁
舎
や
官
舎
の
外
に
炭
庫
と
波
止
場
を
備
え
て
お
り
︑
勤
務

し
て
い
た
所
員
も
秘
書
官
や
主
計
官
︑
機
関
官
及
び
属
官
と
い
っ
た
准
武
官
あ
る
い
は

秋 山 博 志
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図８ 海軍炭鉱創業記念碑

図９ 唐津城模擬天守閣から見た唐津市営東城内駐車場

図10 昭和初期の舞鶴公園付近



文
官
で
あ
り
︑
直
接
戦
闘
に
従
事
す
る
現
役
の
軍
人
は
配
属
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
︒

佐
賀
県
で
﹁
海
軍
﹂
関
連
の
史
跡
と
い
え
ば
︑
人
々
の
脳
裏
に
思
い
浮
か
ぶ
の
は
﹁
三

重
津
海
軍
所
跡
﹂
で
あ

(

)
る
︒﹁
海
軍
﹂
と
い
う
共
通
の
キ
ー
ワ
ー
ド
か
ら
世
界
遺
産
に
登

86

録
さ
れ
た
史
跡
を
引
き
合
い
に
出
し
た
が
︑
そ
の
登
録
名
称
﹁
明
治
日
本
の
産
業
革
命

遺
産

製
鉄
・
製
鋼
︑
造
船
︑
石
炭
産
業
﹂
に
標
榜
さ
れ
る
産
業
分
野
﹁
石
炭
﹂
に
着

目
す
れ
ば
︑
こ
の
点
で
も
用
所
業
務
と
重
な
り
合
っ
て
い
る
︒

図
ら
ず
も
︑
平
成
三
〇
年
︵
二
〇
一
八
︶
は
︑
明
治
元
年
︵
一
八
六
八
︶
か
ら
起
算

し
て
満
一
五
〇
年
の
年
に
当
た
る
こ
と
か
ら
︑
政
府
は
﹁
明
治
一
五
〇
年
﹂
関
連
施
策

各
府
省
庁
連
絡
会
議
を
設
置
し
て
︑
明
治
以
降
の
歩
み
を
次
世
代
に
遺
す
た
め
の
検
討

を
開
始
し
て
い
る
︒

本
稿
の
テ
ー
マ
設
定
は
︑
国
の
取
り
組
み
に
便
乗
す
る
か
の
よ
う
な
形
に
な
っ
た

が
︑
時
の
流
れ
と
と
も
に
埋
没
し
た
用
所
の
歴
史
が
再
び
世
に
出
る
契
機
と
も
な
れ

ば
︑
佐
賀
の
地
域
史
掘
り
起
こ
し
に
聊
か
で
も
寄
与
で
き
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え

る
︒

︻
註
︼

︵
１
︶
こ
れ
ら
の
炭
鉱
は
﹁
平
時
に
於
て
は
之
を
保
存
し
︑
一
朝
有
事
の
際
に
は
急
速
に
多
量
の
石
炭

を
採
掘
し
よ
う
と
い
ふ
計
画
︵
第
四
海
軍
燃
料
廠
編
﹃
海
軍
炭
礦
五
十
年
史
﹄︑
一
九
四
三
年
︑

一
頁
︶﹂
に
基
づ
い
て
︑
鉱
区
が
設
定
さ
れ
た
こ
と
か
ら
予
備
炭
山
と
称
し
て
い
た
︒
予
備
炭
山

︵
地
名
を
採
っ
て
﹁
唐
津
石
炭
山
﹂
と
表
記
す
る
場
合
が
あ
る
︒︶
で
の
石
炭
採
掘
作
業
は
︑
民

間
の
鉱
業
人
︵﹁
下
請
人
﹂︑﹁
下
稼
人
﹂
と
も
表
記
︶
の
手
に
よ
っ
て
行
わ
れ
︑
海
軍
は
所
定
の

金
額
で
所
要
量
を
買
い
上
げ
て
い
た
︒
予
備
炭
山
は
︑
用
所
廃
止
に
先
行
し
て
明
治
二
二
年
一

一
月
農
商
務
省
告
示
一
〇
号
に
よ
っ
て
民
間
に
解
放
さ
れ
る
︒

︵
２
︶
設
置
か
ら
廃
止
ま
で
の
経
緯
は
︑
眞
木
俊
魁
﹃
海
軍
燃
料
沿
革
﹄︑
一
九
三
五
年
︵
九
州
大
学
附

属
図
書
館
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
︑
ID
：
408897︶︑
一
～
四
頁
︑
海
軍
省
編
﹃
海
軍
制
度
沿
革

巻
三
⑴
﹄︑
原
書
房
︑
一
九
七
一
年
︵
一
九
四
一
年
刊
の
復
刻
︶︑
三
八
四
頁
︑﹃
法
規
分
類
大
全
・

唐津における海軍官署の設置から廃庁まで
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︻
別
表
︼
﹁
用
所
の
敷
地
・
施
設
一
覧
﹂

明
治
一
四
年
六
月

庁

舎

木
造
平
家

一
二
四
八
坪
四
四

明
治
一
五
年
九
月

三
一
三
五
坪
三
三

明
治
一
二
年
一
二
月

敷

地

土

地

坪

数

建
築
︵
移
管
︶
時
期

名

称

等

構

造

明
治
一
八
年
四
月

甲
倉
庫
︵
甲
庫
︑
甲
炭
庫
︑
板
庫
︑
乙

瓦

葺
炭
庫
︶

〃

七
五
坪

明
治
二
〇
年
四
月

板
葺
倉
庫
︵
板
葺
炭
庫
︑
板
庫
︑

甲

板
仮
庫
︶

〃

一
二
〇
坪

〃

二
番
倉
庫
︵
同
右
︶

〃

八
〇
坪

明
治
一
三
年
三
月

一
番
倉
庫
︵
一
番
炭
庫
︑
一
番
庫
︑
一
番
土

蔵
造
炭
庫
︶

〃

三
六
坪
四
五

明
治
一
五
年
六
月

石
炭
検
査
所

木
造
平
家

六
坪

明
治
一
八
年
六
月

土

蔵

木
造
二
階
家

四
八
坪

明
治
一
七
年
四
月

倉
庫
︵
竹
瓦
葺
炭
庫
︶

〃

八
〇
坪

〃

乙
倉
庫
︵
乙
炭
庫
︑
板
庫
︶

〃

三
七
坪
二
五

明
治
一
七
年
六
月

第
六
号
官
舎

〃

一
五
一
坪
五

明
治
一
四
年
六
月

第
一
号
～
第
五
号
官
舎

〃

一
〇
坪
︵
八
坪
︶

〃

人
足
溜
所

〃

一
四
坪

明
治
一
七
年
六
月

坑
業
人
控
︵
事
務
︶
所

〃

三
坪
五
︵
八
坪
︶

二
一
坪
二

〃

第
七
号
官
舎

〃

一
坪
五

不

明

物

置

〃

二
七
坪
五

本
表
は
︑﹁
旧
唐
津
海
軍
石
炭
用
所
御
払
下
之
義
ニ
付
願
﹂
に
付
属
し
て
い
る
﹁
唐
津
旧
海
軍
石
炭
用
所
家
屋

調
書
﹂
を
元
に
敷
地
・
施
設
の
名
称
や
建
築
︵
移
管
︶
時
期
︑
坪
数
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
︒
図
に
よ
っ
て

異
な
る
建
物
名
称
が
使
用
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
︑
か
っ
こ
書
き
で
表
示
し
た
︒



第
五
〇
巻

兵
制
門
⑹
﹄︑
原
書
房
︑
一
九
八
七
年
︵
一
八
九
一
年
刊
の
復
刻
︶︑
一
二
一
～
一

三
四
頁
か
ら
整
理
し
︑
補
足
が
必
要
な
部
分
の
み
に
註
を
付
し
た
︒

︵
３
︶
本
局
は
︑
海
軍
省
に
お
い
て
﹁
額
金
ヲ
予
算
シ
出
納
ヲ
総
管
シ
一
切
ノ
財
務
ヲ
掌
﹂
る
部
局
で

あ
る
︒
そ
の
後
︑
明
治
一
四
年
一
〇
月
に
は
﹁
造
船
ニ
関
ス
ル
一
切
ノ
事
務
ヲ
管
掌
﹂
す
る
主

船
局
に
︑
明
治
一
七
年
二
月
﹁
需
用
物
品
ノ
購
買
貯
蔵
供
給
⁝
ニ
関
ス
ル
事
項
ヲ
幹
理
﹂
す
る

調
度
局
へ
︑
さ
ら
に
明
治
一
九
年
一
月
﹁
艦
船
砲
銃
水
雷
其
他
海
軍
ノ
材
料
ニ
関
ス
ル
一
切
ノ

事
項
ヲ
幹
理
﹂
す
る
艦
政
局
へ
と
︑
海
軍
省
内
で
幾
度
か
所
管
が
移
動
す
る
︒

︵
４
︶
明
治
八
年
一
一
月
二
七
日
唐
津
町
民
総
代
に
よ
っ
て
︑
唐
津
城
址
一
円
の
公
園
化
が
申
請
さ
れ
︑

明
治
一
〇
年
八
月
二
四
日
に
許
可
と
な
る
︒
現
在
︑
そ
の
一
帯
は
舞
鶴
公
園
と
名
を
変
え
て
い

る
︒

︵
５
︶
海
軍
は
︑
日
本
の
沿
岸
と
海
面
を
い
く
つ
か
の
海
軍
区
に
分
け
︑
各
鎮
守
府
が
所
管
海
軍
区
の

防
備
︑
所
属
艦
船
の
統
率
・
補
給
・
出
動
準
備
︑
兵
員
の
徴
募
・
訓
練
︑
施
設
の
運
営
・
管
理

に
あ
た
っ
た
︒
横
須
賀
鎮
守
府
へ
の
所
管
換
え
は
﹁
鎮
守
府
官
制
︵
明
治
一
九
年
四
月
二
二
日

勅
令
二
五
︶﹂
の
制
定
に
よ
る
業
務
移
管
と
考
え
ら
れ
る
︒

︵
６
︶
本
局
は
︑﹁
造
船
兵
器
ノ
造
修
兵
器
弾
薬
艦
船
需
用
品
ノ
準
備
供
給
土
地
家
屋
ニ
関
ス
ル
事
項
ヲ

掌
﹂
る
部
局
で
あ
る
︒﹁
海
軍
省
官
制
︵
明
治
二
二
年
三
月
七
日
勅
令
二
九
︶﹂
の
制
定
に
伴
い
︑

再
び
海
軍
省
所
管
へ
変
更
と
な
る
︒

︵
７
︶
唐
津
市
教
育
委
員
会
編
﹃
唐
津
市
埋
蔵
文
化
財
調
査
報
告

第

集
﹄︑
一
九
八
七
年
︑﹁
唐
津

24

城
関
連
年
表
﹂
明
治
の
条
︒

︵
８
︶
唐
津
表
石
炭
山
取
調
べ
中
の
明
治
四
年
二
月
一
四
日
に
改
め
て
唐
津
出
張
を
命
じ
ら
れ
る
︒
九

月
八
日
に
八
等
出
仕
︑
五
年
二
月
七
日
兵
部
大
録
と
な
り
︑
ほ
ぼ
同
時
期
に
大
秘
書
と
し
て
海

軍
省
勤
務
と
な
る
が
︑
明
治
一
〇
年
一
月
三
一
日
に
は
免
官
と
な
る
︒

︵
９
︶
通
称
は
︑
新
左
衛
門
︒
明
治
三
年
一
一
月
二
四
日
に
春
日
艦
一
等
士
官
に
任
じ
ら
れ
る
が
︑
明

治
四
年
二
月
一
二
日
に
唐
津
出
張
を
命
じ
ら
れ
︑
一
八
日
会
計
少
佑
︑
同
日
石
炭
掛
と
な
る
︒

九
月
に
は
改
め
て
唐
津
石
炭
山
出
張
を
命
じ
ら
れ
る
︒
明
治
五
年
五
月
一
〇
日
に
九
等
出
仕
と

な
り
︑
明
治
六
年
七
月
二
八
日
に
は
中
主
計
に
任
じ
ら
れ
て
主
計
官
と
し
て
の
道
を
歩
み
だ
す

が
︑
一
〇
月
九
日
奉
職
中
に
病
没
す
る
︒︵﹁
加
瀬
田
中
主
計
奉
職
中
病
死
に
付
賜
金
渡
方
﹂︑

JA
C
A
R
︵
ア
ジ
ア
歴
史
資
料
セ
ン
タ
ー
︶：
R
ef.
C
09111560200︑
公
文
類
纂

明
治
六
年

巻
一
四

本
省
公
文

理
財
部
三
止
︵
防
衛
省
防
衛
研
究
所
)︶︒

︵

︶
｢肥
前
国
炭
鉱
開
発
の
件
弁
官
へ
上
申
﹂︑
JA
C
A
R
：
R
ef.C
09090526800︑
公
文
類
纂

明
治

10

四
年

巻
三
五

本
省
公
文

物
品
部
三
︒

︵

︶
眞
木
俊
魁
﹃
海
軍
燃
料
沿
革
﹄︑
一
～
四
頁
︒

11
︵

︶
海
軍
省
編
﹃
海
軍
制
度
沿
革

巻
三
⑴
﹄︑
三
八
四
頁
︒

12
︵

︶
満
島
村
役
場
﹃
満
島
村
誌
﹄︑
一
九
二
三
年
︑
一
三
九
～
一
四
〇
頁
︒

13
︵

︶
図
１
の
中
央
に
写
っ
て
い
る
の
は
木
造
の
松
浦
橋
で
︑
明
治
二
九
年
に
完
成
す
る
が
︑
明
治
四

14

二
年
に
崩
落
し
た
た
め
レ
ン
ガ
橋
に
架
け
替
え
ら
れ
る
︒

︵

︶
｢唐
津
士
族
木
村
寛
藏
外
四
名
海
軍
石
炭
用
所
杭
を
倒
す
件
﹂
JA
C
A
R
：
R
ef.C
09112261000︑

15

公
文
類
纂

明
治
九
年

巻
三
一

本
省
公
文

法
律
部
︒

︵

︶
｢唐
津
用
所
建
物
入
札
払
下
方
﹂︑
JA
C
A
R
：
R
ef.C
09114638400︑
公
文
類
纂

明
治
一
三
年

16

後
編

巻
一
二

本
省
公
文

土
木
部
︒

︵

︶
明
治
六
年
頃
中
主
計
︑
続
い
て
大
主
計
に
昇
進
す
る
が
︑
明
治
九
年
八
月
三
一
日
免
官
と
な
る
︒

17

そ
の
翌
日
に
は
海
軍
大
録
に
転
官
し
︑
明
治
一
〇
年
一
月
一
九
日
一
等
属
に
任
じ
ら
れ
て
︑
明

治
一
四
年
七
月
八
日
に
は
横
須
賀
造
船
所
勤
務
と
な
る
︒

︵

︶
明
治
三
︑
四
年
頃
に
会
計
権
少
佑
と
し
て
龍
驤
艦
に
乗
組
ん
で
い
た
が
︑
明
治
四
年
九
月
唐
津

18

勤
務
と
な
る
︒
明
治
五
年
五
月
一
〇
日
に
一
二
等
出
仕
︑
明
治
六
年
頃
主
計
副
︑
そ
の
後
少
主

計
と
主
計
官
の
道
を
歩
む
が
明
治
九
年
八
月
三
一
日
免
官
と
な
る
︒
そ
の
翌
日
に
は
海
軍
中
録

に
転
官
し
て
海
軍
兵
学
校
勤
務
と
な
る
︒

︵

︶
｢鹿
児
島
県
献
納
の
炭
山
開
鉱
見
込
﹂
JA
C
A
R
：
R
ef.C
09090531000︑
公
文
類
纂

明
治
四

19

年

巻
三
五

本
省
公
文

物
品
部
三
止
︒

︵

︶
明
治
四
年
六
月
海
軍
所
用
使
取
締
と
な
る
が
︑
九
月
二
八
日
唐
津
出
張
を
命
じ
ら
れ
︑
翌
年
二

20

月
石
炭
掛
と
な
る
︒
明
治
一
〇
年
一
月
一
九
日
十
等
属
と
な
り
︑
翌
明
治
一
一
年
一
〇
月
二
三

日
用
所
勤
務
を
免
じ
ら
れ
︑
一
二
月
二
日
海
軍
省
会
計
局
統
計
課
に
異
動
と
な
る
︒
明
治
一
三

年
二
月
二
七
日
比
叡
艦
主
計
科
勤
務
と
な
り
︑
四
月
一
日
主
計
副
に
任
じ
ら
れ
て
主
計
官
と
し

て
の
道
を
歩
み
だ
す
︒
明
治
一
五
年
六
月
七
日
主
計
補
に
︑
明
治
一
六
年
一
二
月
二
七
日
に
少

主
計
と
な
る
が
︑
明
治
一
八
年
七
月
三
一
日
病
没
す
る
︒︵﹁
非
職
鈴
木
海
軍
少
主
計
病
死
に
付

給
助
金
下
賜
の
義
上
申
﹂
JA
C
A
R
：
R
ef.C
11019586400︑
明
治
一
八
年

普
号
通
覧

巻
二

九

普
二
八
一
七
号
︶

︵

︶
通
称
︑
仲
左
衛
門
︒
春
日
艦
に
乗
り
組
み
明
治
四
年
二
月
二
二
日
海
軍
少
尉
に
任
じ
ら
れ
る
︒

21

九
月
二
五
日
兵
部
省
造
船
局
に
異
動
と
な
り
石
炭
掛
兼
機
械
方
と
し
て
勤
務
す
る
が
︑
一
二
月

四
日
唐
津
石
炭
山
出
張
を
命
じ
ら
れ
る
︒
明
治
六
年
頃
に
少
主
計
に
任
じ
ら
れ
︑
七
月
二
〇
日

長
崎
出
張
所
勤
務
と
な
る
︒
一
二
月
二
七
日
に
は
主
船
少
師
を
命
じ
ら
れ
る
が
︑
明
治
七
年
五

月
一
〇
日
に
は
免
官
と
な
る
︒

秋 山 博 志

12



︵

︶
唐
津
海
軍
出
張
所
時
代
の
文
書
に
は
︑﹁
唐
津
石
炭
山
﹂
や
﹁
唐
津
表
﹂︑﹁
唐
津
﹂
等
の
文
字
が

22

混
用
さ
れ
て
い
る
が
︑
明
確
な
定
義
に
基
づ
き
用
語
の
使
い
分
け
を
行
っ
て
い
る
の
か
不
明
の

た
め
︑
本
文
中
で
は
便
宜
的
に
﹁
唐
津
勤
務
﹂
と
表
記
し
て
い
る
︒

︵

︶
｢本
庄
義
孝
辞
職
の
件
﹂
JA
C
A
R
：
R
ef.
C
09111323300︑
公
文
類
纂

明
治
六
年

巻
五

23

本
省
公
文

黜
陟
部
二
︒

︵

︶
明
治
五
年
五
月
九
等
出
仕
︑
明
治
六
年
頃
一
等
中
主
計
に
任
じ
ら
れ
る
が
︑
明
治
九
年
八
月
三

24

一
日
免
官
と
な
る
︒

︵

︶
明
治
六
年
頃
主
計
副
に
任
じ
ら
れ
る
が
︑
明
治
九
年
八
月
三
一
日
に
は
免
官
と
な
る
︒
明
治
一

25

〇
年
一
月
二
二
日
海
軍
裁
判
所
二
等
書
記
に
転
官
し
︑
同
年
九
月
一
日
一
等
書
記
に
進
む
が
︑

明
治
一
一
年
一
一
月
八
日
再
び
免
官
と
な
る
︒

︵

︶
明
治
四
年
一
〇
月
一
三
日
広
島
県
に
民
事
出
納
係
と
し
て
採
用
さ
れ
る
が
︑
翌
年
九
月
二
四
日

26

に
免
官
と
な
る
︒
し
か
し
︑
明
治
七
年
三
月
一
九
日
広
島
県
の
指
令
を
受
け
て
︑
四
月
二
日
佐

賀
県
一
三
等
出
仕
で
出
納
課
勤
務
と
な
る
︒
こ
こ
で
︑
佐
賀
県
と
の
つ
な
が
り
が
生
じ
る
が
︑

﹁
佐
賀
の
役
﹂
の
後
処
理
の
た
め
の
臨
時
的
な
職
で
あ
っ
た
よ
う
で
︑
五
月
一
二
日
免
官
と
な

る
︒

明
治
七
年
一
二
月
一
五
日
海
軍
省
十
等
出
仕
で
会
計
局
俸
給
掛
に
採
用
さ
れ
︑
統
計
掛
︑
検
査

掛
を
経
て
︑
明
治
九
年
九
月
一
五
日
用
所
勤
務
と
な
る
︒
翌
年
一
月
一
九
日
八
等
属
と
な
り
︑

四
月
一
一
日
長
崎
臨
時
海
軍
事
務
局
に
転
出
す
る
︒
一
二
月
二
二
日
主
計
副
に
任
じ
ら
れ
︑
海

軍
兵
学
校
︑
扶
桑
艦
主
計
科
︑
海
軍
省
会
計
局
勤
務
を
経
て
︑
明
治
一
四
年
一
二
月
七
日
五
等

属
と
な
る
が
︑
明
治
一
九
年
二
月
一
三
日
免
官
と
な
る
︒︵﹁
免
官
免
役
賜
金
／
一
九
年
三
月
六

日
一
時
賜
金
願
の
件
︵
元
非
職
海
軍
五
等
属
三
宅
当
男
︶﹂
JA
C
A
R
：
R
ef.
C
10123811000︑

明
治
一
九
年

公
文
雑
輯

巻
一
二

会
計
六
﹂︑﹃
佐
賀
県
史
料

二
十
﹄︵
官
員
履
歴

上
︶︑

﹃
明
治
四
年
一
二
月
ニ
尽

立
庁
以
来
官
員
任
觧
進
退
辞
令
書
一

広
島
県
﹄︶

︵

︶
｢等
外
三
等
出
仕
江
口
徳
次
満
年
賜
金
の
件
長
崎
出
張
所
上
申
﹂
JA
C
A
R
：
R
ef.

27

C
09102664900︑
公
文
原
書

巻
三
二

本
省
公
文
︒

︵

︶
明
治
五
年
一
〇
月
開
拓
使
出
仕
と
な
る
が
︑
明
治
七
年
九
月
四
日
海
軍
中
主
計
に
転
ず
る
︒
明

28

治
九
年
九
月
九
日
大
録
で
会
計
局
用
度
課
副
課
長
と
な
り
︑
以
後
主
船
局
倉
庫
課
長
︑
浅
間
艦

主
計
科
長
︑
扶
桑
艦
主
計
科
長
を
経
て
︑
明
治
二
二
年
八
月
二
八
日
に
は
主
計
大
監
・
呉
鎮
守

府
会
計
監
督
部
長
と
な
り
︑
翌
年
三
月
二
八
日
横
須
賀
鎮
守
府
会
計
監
督
部
長
に
任
じ
ら
れ
た

の
を
最
後
に
︑
七
月
三
日
後
備
役
に
編
入
さ
れ
る
︒

︵

︶
明
治
一
〇
年
一
〇
月
一
八
日
用
所
勤
務
と
な
る
︒
明
治
一
一
年
一
二
月
二
七
日
に
七
等
属
︑
明

29

治
一
四
年
一
二
月
二
七
日
に
は
六
等
属
に
進
み
︑
明
治
一
五
年
三
月
一
一
日
用
所
勤
務
を
免
じ

ら
れ
る
︒
明
治
一
九
年
二
月
二
七
日
判
任
官
五
等
と
な
る
が
︑
明
治
二
二
年
六
月
三
日
に
は
非

職
と
な
る
︒

︵

︶
明
治
一
一
年
一
〇
月
二
三
日
用
所
勤
務
と
な
る
︒
一
六
等
出
仕
か
ら
八
等
属
︑
七
等
属
に
進
み
︑

30

明
治
一
五
年
三
月
二
〇
日
主
計
副
と
な
る
︒
同
年
四
月
四
日
用
所
勤
務
を
免
じ
ら
れ
︑
長
崎
海

軍
出
張
所
勤
務
と
な
り
︑
六
月
七
日
主
計
補
に
進
む
︒
明
治
一
九
年
三
月
二
〇
日
に
は
少
主

計
︑
九
月
一
日
中
主
計
︑
明
治
二
二
年
八
月
二
八
日
大
主
計
に
任
じ
ら
れ
た
の
を
最
後
に
後
備

役
に
編
入
さ
れ
る
︒

︵

︶
｢唐
津
旧
郭
内
公
園
地
及
官
庫
御
取
入
れ
の
件
﹂
JA
C
A
R
：
R
ef.C
09113019000︑
公
文
類
纂

31

明
治
一
一
年

後
編

巻
二
二

本
省
公
文

土
木
部
二
︒

︵

︶
｢唐
津
旧
郭
内
公
園
地
及
官
庫
取
入
の
件
に
付
太
政
官
へ
上
請
﹂
JA
C
A
R
：
R
ef.

32

C
09113576000︑
明
治
一
二
年

公
文
類
纂

後
編

巻
一
七

本
省
公
文

土
木
部
一
︒

︵

︶
｢唐
津
旧
公
園
地
并
官
庫
請
取
済
長
崎
出
張
所
届
﹂
添
付
受
領
証
︵
写
︶
JA
C
A
R
：
R
ef.

33

C
09114167200︑
公
文
類
纂

明
治
一
三
年

前
編

巻
一
四

本
省
公
文

土
木
部
一
︒

︵

︶
｢唐
津
旧
郭
内
営
繕
主
船
局
達
﹂︵
壱
・
弐
号
之
図
︶
JA
C
A
R
：
R
ef.C
09102497600︑
公
文
原

34

書

巻
一
三

本
省
公
文
︒

︵

︶
｢唐
津
御
用
所
構
内
地
所
及
建
物
拝
借
の
件
﹂
JA
C
A
R
：
R
ef.C
11019415900︑
明
治
一
八
年

35

普
号
通
覧

巻
一
三

普
一
一
六
二
号
︒
共
同
運
輸
株
式
会
社
は
︑
東
京
風
帆
船
会
社
・
北
海

道
運
輸
会
社
・
越
中
風
帆
船
会
社
の
三
社
が
合
併
し
て
明
治
一
五
年
七
月
に
創
立
し
た
船
会
社

で
あ
り
︑
倉
庫
建
設
の
た
め
用
所
構
内
の
土
地
借
用
を
願
い
出
た
も
の
で
あ
る
︒
明
治
一
八
年

九
月
二
九
日
郵
便
汽
船
三
菱
会
社
と
合
併
し
て
日
本
郵
船
会
社
と
な
る
︒

︵

︶
｢旧
唐
津
石
炭
用
所
建
物
は
都
て
競
売
に
付
す
へ
き
件
﹂
綴
込
資
料
︵
画
像
二
四
番
目
︶

36

JA
C
A
R
：
R
ef.
C
10125002600︑
明
治
二
四
年

公
文
雑
輯

巻
一
三

土
地
営
造
部
︒

︵

︶
｢旧
唐
津
石
炭
用
所
建
物
御
払
下
の
義
に
付
願
の
件
﹂︵
画
像
一
九
～
二
四
番
︶
JA
C
A
R
：
R
ef.

37

C
10125002700︑
明
治
二
四
年

公
文
雑
輯

巻
一
三

土
地
営
造
部
︒

︵

︶
同
︵
画
像
六
四
～
七
三
番
︶︒

38
︵

︶
｢海
軍
省
所
轄
長
崎
県
下
唐
津
石
炭
用
所
に
同
所
公
園
地
の
内
を
編
入
す
﹂
JA
C
A
R
：
R
ef.

39

A
15110086600︑
公
文
類
聚

第
六
編

明
治
一
五
年

第
一
六
巻

兵
制
三

庁
衙
及
兵

営
城
堡
附
︒

︵

︶
｢唐
津
用
所
畳
其
外
調
製
方
﹂
JA
C
A
R
：
R
ef.
C
09115064500︑
公
文
類
纂

明
治
一
四
年

40

前
編

巻
一
四

本
省
公
文

物
品
部
︒
西
洋
作
り
戸
と
は
︑
ド
ア
の
こ
と
か
︒
同
時
に
ガ
ラ

唐津における海軍官署の設置から廃庁まで

秋 山 博 志
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ス
一
四
枚
が
調
達
さ
れ
て
お
り
︑
庁
舎
外
壁
の
窓
に
使
用
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒

︵

︶
(

︶﹁
唐
津
旧
郭
内
営
繕
主
船
局
達
﹂︵
壱
号
之
図
︶︒

41

34

︵

︶
柴
田
清
次
郎
︑
初
瀬
俊
一
﹁
唐
津
町
精
図

附
満
島
︑
西
唐
津
﹂︑
牧
川
書
店
︑
一
九
一
七
年
︒

42
︵

︶
｢旧
唐
津
海
軍
石
炭
用
所
敷
地
建
物
御
払
下
之
義
に
付
開
申
書
﹂︵
画
像
四
か
ら
五
番
︶︑︵

︶

43

37

﹁
旧
唐
津
石
炭
用
所
建
物
御
払
下
の
義
に
付
願
の
件
﹂
付
属
書
類
︒

︵

︶
明
治
一
三
年
一
〇
月
七
日
付
け
﹁
仮
炭
庫
設
置
之
義
に
付
申
出
﹂
に
対
し
︑
一
二
月
一
日
に
許

44

可
を
受
け
た
建
物
で
桁
行
一
八
間
︵
三
二
．
四
㍍
︶︑
梁
間
五
間
︵
九
㍍
︶︑
建
坪
九
〇
坪
で
あ
っ

た
︒

︵

︶
(

︶︵
画
像
四
番
︶︒

45

43

︵

︶﹁
唐
津
用
所
地
内
に
有
之
人
民
所
有
の
建
屋
買
上
方
﹂
JA
C
A
R
：
R
ef.C
11018911100︑
明
治

46

一
七
年

普
号
通
覧

正
編

巻
二

普
七
二
号
︒

︵

︶
明
治
五
年
一
月
二
四
日
海
軍
少
尉
に
任
じ
ら
れ
雲
揚
艦
乗
組
み
と
な
る
︒
明
治
六
年
九
月
一
八

47

日
に
は
少
機
関
士
兼
任
と
な
る
が
︑
明
治
七
年
四
月
二
三
日
専
任
少
機
関
士
と
な
る
︒
同
年
六

月
一
三
日
中
機
関
士
︑
明
治
一
二
年
一
二
月
二
七
日
大
機
関
士
と
な
る
が
︑
明
治
二
三
年
一
〇

月
一
七
日
後
備
役
に
編
入
さ
れ
る
︒
明
治
二
二
年
七
月
一
六
日
に
は
野
村
と
改
姓
し
て
い
る
︒

︵

︶
相
知
町
史
編
纂
委
員
会
﹃
相
知
町
史
﹄
下
巻
︑
一
九
七
七
年
︑
五
八
五
頁
︒
以
下
︑﹃
相
知
町
史
﹄

48

と
標
記
し
た
場
合
に
は
︑
下
巻
を
指
す
︒

︵

︶
図
書
出
版
の
ぶ
工
房
編
﹃
唐
津
街
道
：
肥
前
佐
賀
長
崎
路
か
ら
時
津
街
道
へ
﹄︑
二
〇
〇
七
年
︑

49

八
頁
︒

︵

︶
｢作
業
費
出
納
条
例
︵
明
治
一
〇
年
七
月
六
日
︶﹂
に
よ
っ
て
︑﹁
凡
ソ
作
業
ニ
関
ス
ル
費
途
ハ
一

50

切
之
レ
ヲ
作
業
費
ト
称
シ
開
業
ニ
際
シ
其
資
本
金
額
ヲ
定
メ
以
テ
営
業
上
百
般
ノ
事
款
ヲ
弁
理

シ
而
シ
テ
該
業
ノ
収
入
ヲ
以
テ
資
本
ヘ
償
還
シ
剰
ル
金
額
ヲ
益
金
ト
シ
以
テ
嚮
︵
さ
き
︶
ニ
消

費
ス
ル
処
ノ
金
額
ヲ
漸
次
償
却
ス
ヘ
キ
モ
ノ
﹂
と
規
定
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
︑
収
入
を
自
己
資

金
に
繰
り
入
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
支
出
予
算
と
し
て
の
執
行
が
可
能
と
な
る
制
度
と
考
え
ら

れ
る
︒
用
所
は
︑
明
治
一
一
年
一
〇
月
か
ら
本
条
例
の
適
用
を
受
け
て
い
る
︒

︵

︶
｢唐
津
石
炭
用
所
へ
主
計
及
書
記
官
の
内
一
名
増
員
の
義
上
申
﹂
JA
C
A
R
：
R
ef.

51

C
09115165300︑
公
文
類
纂

明
治
一
四
年
後
編

巻
一

本
省
公
文

制
度
部

職
官
部
︒

︵

︶
｢唐
津
石
炭
用
所
主
船
局
所
轄
に
定
む
﹂
JA
C
A
R
：
R
ef.C
09115165600︑
公
文
類
纂

明
治

52

一
四
年

後
編

巻
一

本
省
公
文

制
度
部

職
官
部
︒

︵

︶
｢唐
津
用
所
章
程
等
仮
定
試
行
方
之
義
伺
﹂
JA
C
A
R
：
R
ef.C
09115560600︑
公
文
類
纂

明

53

治
一
五
年

後
編

巻
一

本
省
公
文

制
度

職
官

礼
典
︒

︵

︶
戦
前
の
我
が
国
に
お
け
る
官
吏
は
︑
高
等
官
と
称
さ
れ
る
親
任
官
︑
勅
任
官
︑
奏
任
官
と
︑
そ

54

れ
以
下
の
判
任
官
︵
所
属
長
官
が
そ
の
任
命
権
を
持
っ
て
お
り
︑
文
官
の
場
合
﹁
属
﹂︑
武
官
の

場
合
に
は
﹁
下
士
︵
官
︶﹂
と
も
称
さ
れ
る
︒︶
に
区
分
に
さ
れ
て
い
た
︒
七
等
官
と
は
一
番
高

位
の
官
等
か
ら
数
え
て
七
番
目
︑
奏
任
官
と
い
う
区
分
の
中
で
は
四
番
目
に
位
置
す
る
︒
准
将

校
で
あ
る
主
計
官
︑
機
関
官
の
階
級
は
独
特
の
呼
称
を
用
い
て
い
る
が
︑
直
接
戦
闘
に
従
事
す

る
兵
科
の
将
校
と
は
︑
次
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
︒

官等

四
等

五
等

六
等

七
等

八
等

九
等

十
等

奏任

一
等

二
等

三
等

四
等

五
等

六
等

将校

大

佐

中

佐

少

佐

大

尉

中

尉

少

尉

准将校

主
計
大
監

主
計
中
監

主
計
少
監

大
主
計

中
主
計

少
主
計

主
計
副

機
関
大
監

機
関
中
監

機
関
少
監

大
機
関
士

中
機
関
士

少
機
関
士

機
関
士
副

︵

︶
明
治
八
年
一
月
一
二
日
主
計
学
舎
甲
科
生
徒
と
な
り
︑
明
治
一
〇
年
一
〇
月
主
計
一
等
生
徒
を

55

経
て
︑
明
治
一
一
年
四
月
九
日
高
雄
丸
乗
組
と
な
る
︒
明
治
一
三
年
三
月
主
計
副
に
任
じ
ら
れ

比
叡
艦
主
計
科
勤
務
と
な
る
︒
明
治
一
五
年
一
二
月
用
所
勤
務
と
な
り
︑
翌
年
一
二
月
頃
免
じ

ら
れ
る
が
︑
引
き
続
き
残
務
整
理
の
た
め
明
治
一
七
年
三
月
ま
で
執
務
し
て
い
る
︒
そ
の
後
累

進
し
て
明
治
三
九
年
七
月
七
日
に
は
勅
任
官
で
あ
る
主
計
総
監
︵
後
の
﹁
主
計
少
将
﹂
に
相
当
︶

に
進
級
し
︑
同
日
に
予
備
役
に
編
入
さ
れ
る
︒

︵

︶
『海
軍
文
武
官
職
員
録
﹄︵
明
治
一
五
年
九
月
～
明
治
一
七
年
六
月
︶︑﹃
海
軍
職
員
録
﹄︵
明
治
一

56

八
年
五
月
～
明
治
二
二
年
一
〇
月
︶︒

︵

︶
｢唐
津
石
炭
用
所
会
見
監
督
官
会
計
年
度
報
告
﹂
JA
C
A
R
：
R
ef.C
06090895500︑
明
治
二
三

57

年
公
文
備
考

官
職
儀
制
検
閲

巻
一
︒

︵

︶
大
河
平
が
明
治
一
六
年
五
月
一
六
日
か
ら
明
治
一
九
年
二
月
二
三
日
ま
で
︑
後
任
の
宮
内
が
明

58

治
二
一
年
一
月
一
三
日
ま
で
︑
続
く
田
中
が
明
治
二
五
年
八
月
一
九
日
ま
で
︑
そ
の
職
に
在
任

し
て
い
る
︵
佐
賀
県
警
察
本
部
﹃
佐
賀
県
警
察
史
﹄
上
︑
一
九
七
五
年
︑
三
七
六
頁
︒﹃
官
報
﹄

七
九
一
号
︑
一
三
六
一
号
︑
二
七
四
五
号
︶︒

︵

︶
『相
知
町
史
﹄︑
五
七
三
頁
︒

59
︵

︶
同
前
︒
旧
藩
時
代
に
は
年
貢
米
や
材
木
・
竹
な
ど
を
積
み
出
す
場
所
を
指
し
て
い
た
が
︑
石
炭

60

を
積
み
出
す
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
は
︑
そ
の
用
途
に
特
定
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
︒

︵

︶
｢石
炭
山
取
締
派
出
所
新
築
之
儀
に
付
申
出
﹂
JA
C
A
R
：
R
ef.
C
09113021500︑
公
文
類
纂

61

秋 山 博 志
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明
治
一
一
年

後
編

巻
二
三

本
省
公
文

土
木
部
三
止
︒

︵

︶
同
前

62
︵

︶
『相
知
町
史
﹄︑
五
八
六
頁
︒
赴
任
し
た
の
は
菊
池
武
夫
と
長
島
杣
五
郎
の
両
名
で
共
に
雇
員
︑

63

今
で
い
え
ば
非
正
規
職
員
で
あ
る
︒
後
者
は
明
治
八
年
一
二
月
八
日
に
用
所
に
雇
用
さ
れ
る

が
︑﹁
永
島
﹂
と
記
載
さ
れ
る
場
合
も
あ
る
︒

︵

︶
｢長
崎
出
張
所
よ
り
海
軍
省
へ
伺
﹂﹃
法
規
分
類
大
全
﹄
兵
制
門

陸
海
軍
官
制

海
軍
二

一

64

二
四
頁
︒

︵

︶
経
費
負
担
を
条
件
に
銀
行
︑
諸
会
社
︑
町
村
協
議
あ
る
い
は
個
人
の
請
願
に
よ
っ
て
配
置
さ
れ

65

る
巡
査
の
こ
と
で
︑
明
治
一
四
年
四
月
一
八
日
﹁
銀
行
諸
会
社
及
人
民
等
ヨ
リ
巡
査
配
置
ヲ
請

願
ス
ル
者
取
扱
方
︵
内
務
省
達
二
二
︶﹂
に
よ
っ
て
制
度
化
さ
れ
る
︒

︵

︶
｢相
知
町
に
残
る
も
う
一
つ
の
産
業
革
命
遺
産
展
︵
平
成
二
七
年
一
一
月
一
七
日
～
平
成
二
八
年

66

三
月
三
一
日
︶﹂
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
所
収
の
図
版
よ
り
転
載
︒
展
示
品
を
実
見
し
た
限
り
で
は
縦

約
四
〇
㌢
は
あ
る
と
推
定
さ
れ
る
︒
本
瓦
の
図
は
︑﹃
相
知
町
史
﹄
五
八
六
頁
に
も
収
載
さ
れ
て

い
る
︒
な
お
︑
派
出
所
建
物
及
び
敷
地
坪
数
は
︑︵

)﹁
旧
唐
津
石
炭
用
所
敷
地
建
物
及
物
件

79

処
分
方
﹂
画
像
五
番
目
に
よ
っ
た
︒

︵

︶
同
企
画
展
に
出
展
さ
れ
て
い
た
明
治
六
年
一
〇
月
二
一
日
付
﹁
海
軍
省
舟
木
谷
出
張
所
関
係
文

67

書
﹂
に
は
︑
同
出
張
所
の
公
印
が
押
捺
さ
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
︑
一
定
の
規
模
や
権
限
を
持
っ

た
施
設
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒

︵

︶
吉
原
政
道
﹁
海
軍
省
予
備
炭
田
﹂︵
日
本
日
本
鉱
業
会
﹃
日
本
鉱
業
会
誌
﹄
第
五
二
号
︑
一
八
八

68

九
年
︶︑
三
三
四
頁
︒

︵

︶
東
定
宣
昌
﹁
唐
津
海
軍
炭
坑
の
設
定
と
そ
の
経
営
﹂︵
九
州
大
学
経
済
学
会
﹃
経
済
学
研
究
﹄
第

69

五
九
号
︑
第
三
・
第
四
合
併
号
︑
一
九
九
三
年
︶︑
九
九
～
一
〇
〇
頁
︒

︵

︶
『東
松
浦
郡
史
﹄︵
久
敬
社
︑
一
九
二
五
年
︶
四
九
九
頁
︒
東
定
宣
昌
﹁
唐
津
炭
田
の
輸
送
体
系

70

の
近
代
化
﹂︵
九
州
大
学
大
学
院
比
較
社
会
文
化
学
府
﹃
比
較
社
会
文
化
﹄
第
一
巻
︑
一
九
九
五

年
︶︑
五
〇
頁
︒

︵

︶
『相
知
町
史
﹄︑
五
八
六
～
五
八
七
頁
︒
剰
余
炭
売
捌
所
に
勤
務
し
て
い
た
緑
川
熊
太
郎
と
い
う

71

人
物
の
証
言
と
し
て
︑
同
売
捌
所
が
用
所
の
隣
に
設
置
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
紹
介
し
て
い
る
︒

︵

︶
敷
地
の
周
囲
に
城
壁
で
は
な
く
︑
代
わ
り
に
木
柵
ら
し
き
も
の
が
建
て
回
し
て
あ
る
︒
城
壁
は
︑

72

松
浦
川
か
ら
の
石
炭
荷
揚
げ
に
支
障
と
な
る
と
し
て
︑
明
治
一
四
年
六
月
か
ら
の
撤
去
作
業
が

開
始
さ
れ
︑
明
治
二
〇
年
に
は
第
四
号
第
五
号
波
止
場
付
近
ま
で
撤
去
さ
れ
て
い
る
︒
さ
ら
に

は
板
葺
倉
庫
が
描
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
︑
明
治
二
〇
年
以
降
に
本
ラ
ベ
ル
が
制
作
さ
れ
た

も
の
と
考
え
ら
れ
る
︒

︵

︶
(

︶
｢唐
津
旧
郭
内
営
繕
主
船
局
達
﹂︵
壱
号
之
図
︶︒

73

34

︵

︶
東
定
宣
昌
﹁
唐
津
炭
田
の
輸
送
体
系
の
近
代
化
﹂︑
五
〇
～
五
一
頁
︒
真
偽
は
不
明
な
が
ら
︑﹃
相

74

知
町
史
﹄
五
八
七
～
五
八
八
頁
に
︑
当
初
は
﹁
唐
津
海
軍
用
炭
会
社
﹂
と
称
し
て
い
た
が
︑﹁
海

軍
﹂
の
文
字
を
使
用
す
る
の
は
不
穏
当
と
い
う
注
意
を
受
け
︑﹁
唐
津
石
炭
会
社
﹂
に
改
名
し
た

と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
︒

︵

︶
日
本
舶
用
機
関
史
編
集
委
員
会
編
﹃
帝
国
海
軍
機
関
史
﹄︑
原
書
房
︑
一
九
七
五
年
︑
四
五
七
～

75

四
六
〇
頁
︒
蒸
気
機
関
車
の
代
表
格
で
あ
る
Ｄ

型
が
一
二
八
〇
馬
力
で
あ
る
の
に
対
し
︑
当

51

時
の
海
軍
の
中
で
は
最
大
級
の
排
水
量
︵
二
五
七
〇
㌧
︶
を
誇
る
龍
驤
艦
で
あ
っ
て
も
二
八
〇

馬
力
︑
改
装
後
で
あ
っ
て
も
四
〇
〇
馬
力
で
し
か
な
い
︒
ち
な
み
に
同
艦
は
︑
一
昼
夜
の
航
海

に
石
炭
三
〇
㌧
を
消
費
し
た
︒

︵

︶
｢海
軍
大
臣
宛
参
謀
本
部
次
長
照
会
︵
明
治
二
〇
年
一
〇
月
一
九
日
︶﹂︑﹃
海
軍
炭
礦
五
十
年

76

史
﹄︑
七
～
八
頁
︒

︵

︶
眞
木
俊
魁
﹃
海
軍
燃
料
沿
革
﹄︑
八
頁
︒

77
︵

︶
明
治
二
三
年
一
月
二
日
﹃
官
報
﹄
一
九
七
〇
号
︒

78
︵

︶﹁
旧
唐
津
石
炭
用
所
敷
地
建
物
及
物
件
処
分
方
﹂
JA
C
A
R
：
R
ef.C
11080977600︑
海
軍
予
備

79

炭
山
関
係
書
類

完

明
治
二
〇
～
二
九
年
︒

︵

︶
明
治
二
三
年
五
月
一
五
日
﹃
官
報
﹄
二
〇
六
〇
号
︒

80
︵

︶
明
治
二
四
年
二
月
二
日
﹃
官
報
﹄
二
二
七
五
号
︒

81
︵

︶
(

︶
に
同
じ
︒

82

79

︵

︶
唐
津
市
営
東
城
内
駐
車
場
内
に
建
立
さ
れ
て
い
る
﹁
唐
津
高
等
小
学
校
跡
﹂
碑
の
碑
文
よ
り
採

83

録
︒

︵

︶
現
在
の
佐
賀
県
立
唐
津
商
業
高
等
学
校
の
前
身
で
︑
大
正
一
〇
年
三
月
七
日
唐
津
町
立
商
業
学

84

校
と
し
て
設
置
が
認
可
さ
れ
︑
舞
鶴
公
園
下
を
校
地
と
し
て
四
月
一
九
日
に
開
校
す
る
︒
昭
和

四
年
四
月
一
日
佐
賀
県
立
唐
津
商
業
学
校
と
な
り
︑
昭
和
一
四
年
三
月
一
日
に
現
在
地
︵
唐
津

市
元
石
町
︶
に
移
転
す
る
︒

︵

︶
｢昭
和
初
期
の
舞
鶴
公
園
付
近
﹂︑
松
浦
文
化
連
盟
編
﹃
ふ
る
さ
と
の
想
い
出

写
真
集
明
治
大

85

正
昭
和

唐
津
﹄︑
一
九
八
一
年
︑
国
書
刊
行
会
︑
四
五
頁
︒

︵

︶
佐
賀
県
内
に
は
︑
そ
の
外
に
昭
和
一
二
年
︵
一
九
三
七
︶
四
月
に
設
置
さ
れ
た
﹁
嬉
野
海
軍
病

86

院
﹂
が
存
在
し
た
︒
終
戦
後
は
国
立
嬉
野
病
院
と
な
り
︑
現
在
嬉
野
医
療
セ
ン
タ
ー
と
な
っ
て

い
る
︒

唐津における海軍官署の設置から廃庁まで

秋 山 博 志
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補
註本

文
中
に
登
場
す
る
海
軍
軍
人
の
履
歴
や
異
動
に
つ
い
て
は
︑
明
治
一
〇
年
か
ら
明

治
一
五
年
ま
で
の
任
官
・
異
動
は
﹃
海
軍
省
日
誌
﹄
第
一
～
四
巻
︑︵
龍
溪
書
舎
︑
一
九

八
九
年
︵
復
刻
版
︶︶︑
明
治
一
六
年
以
降
に
つ
い
て
は
︑﹃
官
報
﹄
か
ら
整
理
し
︑
海
軍

義
済
会
編
﹃
日
本
海
軍
士
官
総
覧
﹄︑︵
柏
書
房
︑
二
〇
〇
三
年
︵﹁
海
軍
義
済
会
員
名
簿

︵
昭
和
一
七
年
七
月
一
日
調
)﹂
一
九
四
三
年
刊
の
復
刻
版
︶︶
や
ア
ジ
ア
歴
史
資
料
セ
ン

タ
ー
の
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
資
料
か
ら
補
完
し
た
︒
た
だ
し
︑
出
典
が
多
岐
に
わ
た

る
た
め
︑
註
は
主
た
る
も
の
の
み
を
示
し
た
︒

秋 山 博 志
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